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高
齢
者
を
ケ
ア
す
る
公
私
の
支
援

2

高
齢
者
ケ
ア
の
笑
態

第
二
節
家
族
責
任
法
に
対
す
る
連
邦
社
会
保
障
政
策
の
影
響

-
補
足
的
所
得
保
障
制
度

2

メ
デ
ィ
ケ
イ
ド

3

連
邦
通
達

第
三
節
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
家
族
責
任
法
と
社
会
保
障
政
策

-
家
族
責
任
法
の
変
遷

2

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
選
択

第
四
章
家
族
責
任
法
の
合
意
性

お
わ
り
に

第
三
章

家
族
責
任
法
と
社
会
保
障
の
交
錯

第
一
章
お
よ
び
第
二
章
で
は
、
家
族
責
任
法
の
全
体
像
を
探
っ
た
。
家

族
責
任
法
は
、
夫
婦
の
相
互
扶
養
義
務
お
よ
び
子
に
対
す
る
親
の
扶
養
義

務
の
み
を
規
定
し
た
コ
モ
ン
・
ロ
!
と
比
べ
、
扶
養
義
務
を
負
う
家
族
の

範
囲
を
拡
大
し
た
。
そ
し
て
広
範
囲
の
家
族
に
、
他
の
家
族
構
成
員
を
扶

養
す
る
義
務
を
課
し
て
い
っ
た
。
家
族
責
任
法
は
、
社
会
保
障
関
係
の
公

的
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
家
族
に
扶
養
義
務
を
課
し
て
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(
以
上
、
本
号
)

い
っ
た
の
で
あ
る
。
本
章
で
は
、
こ
う
し
た
ア
メ
リ
カ
家
族
責
任
法
に
つ

い
て
、
一
九
六

0
年
代
以
降
の
展
開
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
家
族
責

任
法
と
社
会
保
障
制
度
と
の
緊
張
関
係
を
よ
り
掘
り
下
げ
て
検
証
す
る
。

一
九
六

0
年
代
以
降
の
研
究
を
特
に
詳
細
に
行
う
の
は
、
高
齢
者
ケ
ア

に
お
け
る
社
会
保
障
と
家
族
の
役
割
に
関
す
る
議
論
が
活
発
化
し
た
の
が
、

一
九
六

0
年
代
以
降
だ
か
ら
で
あ
る
。
一
九
六

0
年
代
に
な
る
と
、
従
来

は
州
ま
た
は
地
方
自
治
体
の
関
心
事
項
で
あ
っ
た
J

家
族
の
扶
養
義
務
を
め

ぐ
る
政
策
が
、
連
邦
政
府
の
政
策
の
影
響
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
連



アメリカの高齢者ケアにおける社会保障と家族の役害出2)

邦
政
府
に
よ
る
高
齢
者
ケ
ア
関
連
の
社
会
保
障
立
法
が
整
備
さ
れ
、
家
族

(
1
)
 

扶
養
の
必
要
性
を
減
少
さ
せ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
社
会
保
障
制
度
が
拡
充

さ
れ
て
ゆ
く
に
し
た
が
い
、
家
族
に
扶
養
義
務
を
課
す
家
族
責
任
法
は
死

文
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
特
に
、
補
足
的
所
得
保
障
制
度
お
よ
び
メ

デ
ィ
ケ
イ
ド
が
家
族
責
任
法
に
及
ぼ
し
た
影
響
は
大
き
い
。
と
こ
ろ
が
そ

の
後
、
高
齢
化
問
題
が
深
刻
化
し
、
高
齢
者
ケ
ア
関
連
の
費
用
が
政
府
の

財
政
を
圧
迫
し
て
ゆ
く
と
、
家
族
に
扶
養
義
務
を
課
す
家
族
責
任
法
は
再

び
注
目
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
一
九
八
三
年
に
は
、
家
族
に
扶
養
義
務
を

課
す
こ
と
を
肯
定
す
る
連
邦
政
府
の
通
達
が
出
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
同

時
に
、
家
族
に
扶
養
義
務
を
諜
す
こ
と
に
よ
る
弊
害
も
増
大
し
、
家
族
責

任
法
に
対
す
る
批
判
も
ま
す
ま
す
高
ま
っ
て
い
っ
た
。
そ
こ
で
家
族
責
任

法
を
巡
っ
て
、
そ
の
賛
否
両
論
が
盛
ん
に
戦
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ

の
結
果
、
家
族
に
対
し
て
扶
養
義
務
を
課
す
州
と
、
家
族
責
任
法
を
廃
止

す
る
州
の
双
方
が
出
現
し
て
い
る
。
一
九
九

0
年
代
に
至
っ
て
も
、
家
族

に
扶
養
義
務
を
課
す
べ
き
か
、
こ
と
に
子
に
老
親
の
扶
養
を
義
務
づ
け
る

べ
き
か
、
議
論
が
続
い
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
家
族
責
任
法
を
め
ぐ
る

問
題
は
、
現
在
に
お
い
て
も
混
迷
し
て
い
る
今
日
的
課
題
な
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
章
で
は
、
ま
ず
第
一
節

1
に
お
い
て
、
一
九
六

0
年
代
以
降

拡
充
し
た
高
齢
者
ケ
ア
を
支
え
る
公
的
お
よ
び
私
的
な
支
援
、

2
に
お
い

て
、
こ
れ
ら
の
支
援
に
支
え
ら
れ
た
高
齢
者
ケ
ア
の
実
態
を
概
観
す
る
。

こ
う
し
て
、
高
齢
者
ケ
ア
を
取
り
ま
く
一
九
六

O
年
以
降
の
状
況
、
そ
し

て
第
二
節
以
降
の
検
討
の
前
提
と
な
る
社
会
的
背
景
を
明
ら
か
に
し
て
お

(2) 
く
。
次
に
第
二
節
で
は
、
公
的
支
援
、
と
り
わ
け
連
邦
社
会
保
障
政
策
が

家
族
責
任
法
に
及
ぼ
し
た
影
響
を
具
体
的
に
検
証
す
る
。
そ
こ
で

1
に
お

い
て
、
家
族
に
よ
る
扶
養
を
否
定
し
た
補
足
的
所
得
保
障
制
度
、

2
に
お

い
て
、
家
族
扶
養
の
位
置
づ
け
が
問
題
と
な
っ
た
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
、
そ
し

て
3
に
お
い
て
、
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
に
要
し
た
費
用
を
家
族
に
求
償
し
う
る

こ
と
を
示
唆
し
た
連
邦
通
達
を
検
証
す
る
。
さ
ら
に
第
三
節
で
は
、
こ
う

し
た
家
族
と
社
会
保
障
と
の
緊
張
関
係
に
関
す
る
考
察
を
深
め
る
た
め
に
、

特
に
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
を
取
り
上
げ
て
検
討
す
る
。
こ
れ
は
カ
リ
フ
ォ

ル
ニ
ア
州
の
家
族
責
任
法
が
、
社
会
保
障
制
度
か
ら
顕
著
な
影
響
を
受
け

つ
つ
改
廃
さ
れ
た
経
緯
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
。

第
一
節

高

齢

者

ケ

ア

の

全

体

像

1 

(
3
)
(
4
)
 

高
齢
者
を
ケ
ア
す
る
公
私
の
支
援

ア
メ
リ
カ
で
は
、
(
こ
で
述
べ
る
各
主
体
が
、
そ
れ
ぞ
れ
(
二
)
以

下
で
説
明
す
る
公
的
扶
助
、
保
険
制
度
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
お
よ
び
そ
の
他

の
施
策
を
運
営
口
実
施
し
、
高
齢
者
ケ
ア
を
支
え
て
い
る
。
公
的
扶
助
は
、

北法48(3・95)297
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高
齢
者
を
支
え
る
最
後
の
よ
り
所
で
あ
る
は
ず
な
の
だ
が
、
本
節
2
で
説

明
す
る
よ
う
に
、
高
額
な
ナ

l
シ
ン
グ
ホ

l
ム
費
の
支
払
い
か
ら
貧
固
化

し
た
結
果
、
公
的
扶
助
を
受
給
す
る
高
齢
者
は
多
い
。
各
種
保
険
制
度
は
、

高
齢
者
の
所
得
お
よ
び
健
康
を
支
え
る
社
会
保
障
の
級
幹
で
あ
る
。
公
的

機
関
に
よ
る
高
齢
者
福
祉
サ
ー
ビ
ス
は
、
一
九
六
一
年
の
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ

ス
高
齢
者
問
題
会
議
以
降
、
本
格
的
に
推
進
さ
れ
て
い
っ
た
。
高
齢
者
福

祉
に
関
す
る
政
策
の
基
本
は
、
当
初
、
施
設
ケ
ア
を
中
心
と
し
た
も
の
で

あ
っ
た
。
そ
の
後
、
施
設
ケ
ア
か
ら
在
宅
ケ
ア
の
推
進
へ
と
福
祉
政
策
の

(
5
)
 

転
換
が
見
ら
れ
、
様
々
な
在
宅
ケ
ア
制
度
の
拡
充
が
目
指
さ
れ
て
い
る
。

高
齢
者
ケ
ア
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
昨
今
の
ア
メ
リ
カ
で
は
、
長
期
ケ
ア

(-oztg「
E
E『
巾
)
問
題
、
す
な
わ
ち
、
長
期
に
わ
た
っ
て
要
介
護
高

齢
者
を
ケ
ア
す
る
た
め
の
費
用
負
担
お
よ
び
担
い
手
権
保
の
問
題
と
し
て

(
6
)
 

取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
長
期
ケ
ア
問
題
に
関

L
て
は
、
メ
デ

(
7
)
 

ィ
ケ
ア
高
額
医
療
費
保
障
法
に
よ
り
成
立
し
た
総
括
医
療
問
題
審
議
会
、

通
称
ペ
ッ
パ

l
委
員
会
が
同
法
廃
止
後
も
審
議
を
続
け
、
一
九
九

O
年
に

最
終
報
告
書
を
提
出
し
た
。
間
報
告
書
は
、
連
邦
議
会
が
初
め
て
長
期
ケ

ア
問
題
へ
の
総
括
的
な
対
応
策
を
提
出
し
た
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い

る。

一
九
九
四
年
の
ク
リ
ン
ト
ン
大
統
領
の
医
療
保
障
制
度
改
革
案
に
も
、

長
期
ケ
ア
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
提
案
が
含
ま
れ
て
い
た
。
し
か
し
こ
れ

は
廃
案
と
な
っ
た
。
当
面
の
改
革
と
な
っ
た
、
一
九
九
六
年
の
医
療
保
険

法
は
、
長
期
ケ
ア
に
つ
い
て
若
干
触
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
長
期
ケ
ア

(8) 

の
対
応
策
と
な
り
う
る
法
が
制
定
さ
れ
る
見
通
し
は
立
っ
て
い
な
い
。

北法48(3・96)298

主
体
公
的
機
関

社
会
保
障
制
度
は
、
州
以
下
の
地
方
政
府
、
お
よ
び
次
の
述
邦
機
関
に

よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
保
健
福
祉
省
の
下
部
機
関
で
あ

る
大
臣
官
房
、
公
衆
衛
生
局
、
医
療
財
政
庁
、
社
会
保
障
庁
、
お
よ
び
児

(9) 

童
家
庭
局
で
あ
る
。
こ
の
中
で
高
齢
者
ケ
ア
に
直
接
的
に
関
係
す
る
機
関

は
、
大
臣
官
房
、
医
療
財
政
庁
お
よ
び
社
会
保
障
庁
で
あ
る
。
大
臣
官
房

に
は
、
高
齢
者
問
題
対
策
局
が
あ
り
、
高
齢
者
関
連
施
策
を
管
轄
し
て
い

(
叩
)

る
。
ま
た
医
療
財
政
庁
は
、
メ
デ
ィ
ケ
ア
の
運
営
、
お
よ
び
メ
デ
ィ
ケ
イ

ド
の
運
営
の
う
ち
、
州
の
所
管
部
分
以
外
を
担
当
し
て
い
る
。
そ
し
て
社

会
保
障
庁
は
、
老
齢
・
遺
族
・
障
害
保
険
お
よ
び
補
足
的
所
得
保
障
制
度

の
運
営
を
行
っ
て
い
る
。

2 

民
間

医
療
費
保
障
に
つ
い
て
民
間
医
療
保
険
の
任
意
購
入
を
原
則
と
し
て
い

る
ア
メ
リ
カ
で
は
、
私
的
主
体
の
担
う
役
割
が
大
き
い
。
医
療
費
の
支
払

(
日
)

い
方
法
と
し
て
は
、

H
M
O
の
利
用
が
一
九
七

O
年
台
以
降
急
増
し
て
い



アメリカの高齢者ケアにおける社会保障と家族の役割2)

る
。
こ
れ
は
、
マ
ネ
!
ジ
ド
・
ケ
ア
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
り
、
保
険
会

社
が
医
療
機
関
と
提
携
し
、
こ
の
プ
ラ
ン
の
加
入
者
に
対
し
て
包
括
的
な

医
療
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
。

H
M
O
の
加
入
者
は
、
毎
年
あ
る
い

は
毎
月
定
額
の
会
費
を
支
払
う
こ
と
で
、
定
期
健
康
診
断
な
ら
び
に
疾
病

お
よ
び
負
傷
の
治
療
を
、
指
定
の
医
師
ま
た
は
医
療
機
関
で
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
。
さ
ら
に

H
M
O
の
給
付
を
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
も
拡
大
し
ょ

(ロ)

う
と
の
試
み
も
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
連
邦
議
会
は
一
九
八
四
年
、
こ

の
H
M
O
の
延
長
と
し
て
、
長
期
ケ
ア
を
も
対
象
と
す
る
ソ
!
シ
ヤ
ル

H

(
日
)

M

O
を
実
験
的
に
実
施
し
た
。

こ
の
他
後
述
す
る
企
業
の
福
利
厚
生
も
、
高
齢
者
ケ
ア
を
側
面
か
ら
支

援
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
雇
用
主
は
、
従
業
員
お
よ
び
退
職
者

を
対
象
と
す
る
団
体
医
療
保
険
に
加
入
し
、
そ
の
保
険
料
の
大
部
分
を
拠

出
し
て
い
る
。
総
人
口
の
六
割
弱
が
こ
の
民
間
医
療
保
険
に
加
入
し
て
い

(M) 

る
と
い
う
点
か
ら
も
、
企
業
の
役
割
は
大
き
い
。

(
3
)
 

組
織
化
さ
れ
た
介
護
サ
ー
ビ
ス
は
、
そ
も
そ
も
一
九
世
紀
後
半
に
、
地

域
の
看
護
婦
と
そ
の
他
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
慈
善
活
動
を
展
開
し
た
こ
と

か
ら
始
ま
っ
た
。
当
時
急
増
し
た
移
民
お
よ
び
貧
困
者
の
救
済
、
ま
た
は

健
康
管
理
の
指
導
な
ど
を
目
的
に
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
バ
ッ
フ
ァ
ロ

l
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

ボ
ス
ト
ン
お
よ
び
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
の
各
都
市
に
住
む
有
産
階
級
の
婦

人
達
が
、
教
会
ま
た
は
裕
福
な
人
々
の
資
金
援
助
を
得
て
救
済
活
動
を
展
(
凶
)

閲
し
た
。
そ
の
後
、
こ
の
慈
善
活
動
は
組
織
化
さ
れ
、
訪
問
看
護
婦
協
会

と
な
っ
た
。
こ
の
他
に
も
、
類
似
の
在
宅
ケ
ア
・
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る

組
織
が
、
宗
教
団
体
を
基
盤
と
し
て
作
ら
れ
て
い
っ
た
。

現
在
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
果
た
し
て
い
る
役
割
は
、

(
凶
)

周
知
の
通
り
大
き
い
。
連
邦
政
府
は
、
退
職
者
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
プ
ロ
グ

(
げ
)

ラ
ム
を
実
施
し
て
お
り
、
六

O
歳
以
上
の
市
民
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
社

会
サ
ー
ビ
ス
活
動
の
支
援
と
、
そ
の
経
費
助
成
を
行
っ
て
い
る
。
近
年
福

祉
財
政
の
支
出
が
抑
制
さ
れ
る
な
か
で
も
、
こ
う
し
た
高
齢
者
の
自
活
お

よ
び
社
会
活
動
を
促
進
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
関
す
る
予
算
は
漸
増
傾
向
を

示
し
て
い
る
。
ま
た
一
九
九

O
年
に
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
振
興
法
も
制
定
さ

(

児

)

{

ゆ

)

れ
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
は
ま
す
ま
す
推
進
さ
れ
て
い
る
。

公
的
扶
助

家
族
の
扶
養
義
務
と
社
会
保
障
制
度
と
の
緊
張
関
係
が
比
較
的
顕
著
に

表
れ
る
の
は
、
公
的
扶
助
制
度
に
お
い
て
で
あ
る
。
本
稿
で
検
証
し
て
い

る
家
族
責
任
法
の
多
く
は
、
公
的
扶
助
に
要
し
た
費
用
に
つ
い
て
、
公
的

機
関
が
家
族
に
求
償
し
う
る
こ
と
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
公

~ 

) 
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的
扶
助
制
度
の
変
遷
が
、
家
族
に
よ
る
扶
養
の
位
置
づ
け
の
変
化
と
密
接
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(
初
)

に
関
係
し
て
い
る
こ
と
は
、
第
一
章
に
お
い
て
検
討
し
た
。
さ
ら
に
本
章

第
二
節
に
お
い
て
も
具
体
的
に
検
証
す
る
。

連
邦
政
府
は
一
九
七
二
年
、
そ
れ
ま
で
各
州
が
運
営
し
連
邦
政
府
が
補

助
金
を
支
給
し
て
い
た
、
老
齢
扶
助
、
視
覚
障
害
者
扶
助
、
お
よ
び
永
久

完
全
障
害
者
扶
助
の
各
公
的
扶
助
制
度
を
、
連
邦
政
府
所
管
の
補
足
的
所

(
幻
)

得
保
障
制
度
に
統
合
し
た
。
こ
れ
は
、
高
齢
者
、
視
覚
障
害
者
、
お
よ
び

身
体
障
害
者
の
う
ち
、
低
所
得
で
資
産
の
な
い
者
を
対
象
と
し
て
、
連
邦

政
府
が
負
担
運
営
す
る
現
金
扶
助
制
度
で
あ
り
、
社
会
保
障
法
タ
イ
ト
ル

(
幻
)

X
M
H
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
多
く
の
州
は
、
任
意
に
給
付
の
上
乗
せ
を
行

っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
一
九
七
二
年
の
制
度
統
合
以
前
の
州
老
齢
扶
助

(
お
)

制
度
の
多
く
に
は
、
家
族
責
任
法
が
見
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
老
齢
扶
助
制

度
と
、
家
族
責
任
法
に
あ
た
る
規
定
を
も
た
な
い
補
足
的
所
得
保
障
制
度

(
引
帥
)

と
の
関
係
に
つ
い
て
は
後
に
検
討
す
る
。

低
所
得
の
高
齢
者
な
ど
に
医
療
扶
助
を
提
供
す
る
制
度
と
し
て
は
、
既

述
の
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
が
あ
る
。
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
は
、
社
会
保
障
法
タ
イ
ト

ル
X
Eに
基
づ
く
制
度
で
あ
り
、
メ
デ
ィ
ケ
ア
と
と
も
に
一
九
六
五
年
に

(
お
)

制
定
さ
れ
た
。
本
稿
で
詳
し
く
検
討
す
る
よ
う
に
、
こ
の
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド

に
要
し
た
費
用
を
、
州
が
家
族
に
求
償
し
う
る
か
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
他
の
扶
助
制
度
ま
た
は
社
会
保
険
制
度
な
ど
に
よ
っ
て
は
援

護
さ
れ
な
い
人
々
に
対
し
て
は
、
州
お
よ
び
地
方
自
治
体
が
独
自
に
負
担

(
お
)

し
遠
山
V
N
す
る
、
既
述
の
一
般
扶
助
制
度
が
手
当
を
支
給
し
て
い
る
。
各
州

が
独
自
に
負
担
し
運
営
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
家
族
責
任
法
は
、
多
く
の

一
般
扶
助
制
度
に
も
見
ら
れ
る
。
こ
の
他
、
低
所
得
世
帯
に
対
し
て
食
料

ク
ー
ポ
ン
を
給
付
す
る
、
食
料
ス
タ
ン
プ
制
度
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
一
九

六
四
年
制
定
の

g
a
2
2℃
〉
口
付
に
基
づ
い
た
制
度
で
あ
り
、
余
剰
食

品
を
利
用
し
た
低
所
得
世
帯
の
栄
養
改
善
を
目
的
と
し
て
、
連
邦
政
府
(
農

(
幻
)

務
省
)
が
負
担
し
運
営
す
る
現
物
扶
助
で
あ
る
。

公
的
扶
助
制
度
の
一
部
(
要
扶
養
児
童
家
庭
扶
助
、
補
足
的
所
得
保
障

制
度
、
食
料
ス
タ
ン
プ
制
度
な
ど
)
は
、
一
九
九
六
年
八
月
、
ク
リ
ン
ト

ン
大
統
領
の
福
祉
改
革
に
よ
っ
て
改
廃
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
受
給
資

格
の
決
定
権
限
な
ど
の
連
邦
政
府
の
権
限
が
、
大
幅
に
州
に
委
譲
さ
れ
、

ま
た
、
支
給
基
準
も
厳
格
化
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
連
邦
政
府
の
支
出
削
減

が
計
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
改
革
の
主
目
的
は
、
公
的
扶
助
に
依
存
し
て
生

活
す
る
若
い
未
婚
の
母
や
移
民
な
ど
に
対
す
る
不
必
要
な
給
付
の
削
減
で

(
沼
)

あ
り
、
高
齢
者
に
対
す
る
扶
助
の
削
減
で
は
な
い
。
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(
三
)
保
険
制
度

(
I
)

年
金
保
険

(
却
)

ア
メ
リ
カ
の
公
的
年
金
制
度
は
、
老
齢
・
遺
族
・
障
害
保
険
と
呼
ば
れ

る
一
般
的
な
制
度
と
、
公
務
員
の
一
部
お
よ
び
鉄
道
職
員
な
ど
特
定
の
職



アメリカの高齢者ケアにおける社会保障と家族の役害仰)

業
に
就
く
者
の
み
を
対
象
と
す
る
個
別
の
制
度
と
に
大
別
さ
れ
る
。
ア
メ

リ
カ
に
居
住
し
て
い
る
被
用
者
お
よ
び
自
営
業
者
の
約
九
五
%
は
、
老

齢
・
遺
族
・
障
害
保
険
に
加
入
し
て
い
る
。
給
付
内
容
は
、
老
齢
年
金
、

障
害
年
金
、
お
よ
ぴ
遺
族
年
金
で
あ
る
。
老
齢
年
金
は
、
原
則
と
し
て
六

五
歳
に
達
し
た
と
き
に
支
給
さ
れ
、
退
職
者
本
人
だ
け
で
は
な
く
、
一
{
疋

の
要
件
を
満
た
す
配
偶
者
お
よ
び
子
な
ど
に
も
、
配
偶
者
年
金
お
よ
び
家

族
年
金
が
支
給
さ
れ
る
。

企
業
年
金
は
一
八
七
五
年
に
初
め
て
設
立
さ
れ
た
。
現
在
、
企
業
年
金

基
金
の
数
は
八
五
万
を
越
え
、
加
入
者
は
四
、
四
O
O
万
人
に
達
し
て
い
る
。

(
初
)

一
定
の
基
準
を
満
た
す
適
格
企
業
年
金
基
金
は
、
内
国
歳
入
法
典
に
基
づ

き
税
制
上
の
優
遇
措
置
が
受
け
ら
れ
る
。
ま
た
企
業
年
金
は
、
被
用
者
退

(
訂
)

職
所
得
保
障
法
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
て
い
る
。

医
療
保
険

ア
メ
リ
カ
で
は
、
国
民
の
医
療
費
保
障
に
つ
い
て
、
民
間
医
療
保
険
の

任
意
購
入
を
原
則
と
し
て
お
り
、
全
国
民
を
対
象
と
す
る
公
的
医
療
費
保

障
制
度
は
設
け
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
た
め
、
総
人
口
の
約
六
五
%
は
民

間
医
療
保
険
に
よ
っ
て
医
療
費
の
支
払
い
を
受
け
て
い
る
。
民
間
医
療
保

険
は
、
福
利
厚
生
の
一
環
と
し
て
事
業
主
の
負
担
に
よ
り
職
域
単
位
で
購

入
す
る
場
合
が
多
く
、
総
人
口
の
六
O
%
弱
は
、
こ
う
し
た
形
で
民
間
医

(2) 

療
保
険
に
加
入
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
う
し
た
形
で
購
入
さ
れ
て
い
る
民

間
医
療
保
険
に
は
、
大
企
業
を
中
心
と
し
た
一
雇
用
主
に
よ
り
退
職
者
に
対

し
て
提
供
さ
れ
る
医
療
保
険
も
含
ま
れ
る
。
こ
れ
は
、
退
職
者
医
療
保
険

制
度
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
メ
デ
ィ
ケ
ア
の
受
給
資
格
が
な
い
六
五
歳
ま
で

の
早
期
退
職
者
に
対
す
る
団
体
医
療
保
険
、
お
よ
び
六
五
歳
以
上
の
高
齢

者
に
対
し
て
メ
デ
ィ
ケ
ア
か
ら
の
保
障
額
を
補
足
す
る
民
間
医
療
保
険
で

(
日
記
)

あ
る
、
メ
デ
ィ
ギ
ヤ
ソ
プ
を
提
供
し
て
い
る
。

六
五
歳
以
上
の
何
人
お
よ
び
障
害
者
に
つ
い
て
は
、
既
述
の
メ
デ
ィ
ケ

(
お
)

ア
が
医
療
保
険
を
提
供
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
社
会
保
障
法
タ
イ
ト
ル

X

咽
に
基
づ
く
、
連
邦
全
体
に
わ
た
る
統
一
的
な
制
度
で
あ
り
、
高
齢
者
の

(M) 

収
入
を
要
件
と
せ
ず
に
適
用
さ
れ
る
公
的
保
険
制
度
で
あ
る
。

3 

長
期
ケ
ア
保
険

多
く
の
高
齢
者
の
生
活
を
支
え
る
公
的
保
険
制
度
メ
デ
ィ
ケ
ア
は
、
主

に
急
性
疾
患
に
か
か
わ
る
入
院
治
療
お
よ
び
そ
の
回
復
時
の
治
療
を
対
象

と
し
て
お
り
、
慢
性
疾
患
の
治
療
に
対
し
て
の
保
障
は
限
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
高
額
な
ナ

l
シ
ン
グ
・
ホ

i
ム
の
費
用
に
そ
の
財
産
を
使
い

果
た
し
て
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
の
対
象
と
な
る
、
∞
U
E
E口
問
己
O

耳
=
の
ケ

l
ス

が
少
な
く
な
い
。
そ
こ
で
、
低
所
得
者
の
た
め
の
医
療
扶
助
で
あ
る
メ
デ

イ
ケ
イ
ド
が
長
期
ケ
ア
を
支
え
て
い
る
と
い
う
、
社
会
保
障
制
度
全
体
の
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歪
み
を
解
消
す
る
た
め
に
、
新
た
な
施
策
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば

(
お
)

公
的
な
長
期
ケ
ア
保
険
(
介
護
保
険
)
の
導
入
、
ま
た
は
、
高
齢
者
お
よ

び
障
害
者
の
た
め
の
医
療
保
険
で
あ
る
メ
デ
ィ
ケ
ア
を
、
長
期
ケ
ア
の
領

域
に
も
拡
大
す
べ
き
こ
と
が
提
唱
さ
れ
た
。
そ
し
て
そ
う
し
た
試
み
の
一

つ
と
し
て
、
一
九
八
八
年
に
メ
デ
ィ
ケ
ア
高
額
医
療
費
保
障
法
が
、
メ
デ

イ
ケ
ア
の
対
象
を
拡
大
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
追
加
的
保
険
料
の
支
弘
い
に

高
齢
者
自
身
が
反
対
し
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
法
律
は
一
年
数
カ
月
後
に
は

廃
止
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
影
響
も
あ
り
、
公
的
長
期
ケ
ア
保
(
お
)

険
の
必
要
性
は
叫
ば
れ
な
が
ら
も
、
そ
の
試
み
は
頓
挫
し
た
ま
ま
で
あ
る
。

他
方
、
す
で
に
医
療
保
険
を
扱
っ
て
い
る
多
く
の
民
間
保
険
会
社
は
、

(
幻
)

一
九
七

0
年
代
後
半
か
ら
、
長
期
ケ
ア
保
険
を
販
売
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、

長
期
ケ
ア
の
分
野
で
も
民
間
保
険
の
役
割
が
期
待
さ
れ
、
民
間
長
期
ケ
ア

ヘ
認
)

保
険
の
役
割
を
拡
大
し
て
ゆ
く
方
法
も
模
索
さ
れ
て
い
る
。
と
は
い
え
私

的
な
長
期
ケ
ア
保
険
は
、
困
難
な
リ
ス
ク
計
算
を
伴
う
こ
と
か
ら
、
購
入

(
却
)

価
格
が
高
価
で
あ
り
、
未
だ
小
さ
な
市
場
で
し
か
な
い
。
も
っ
と
も
、
福

利
厚
生
の
一
環
と
し
て
保
険
を
提
供
す
る
企
業
の
出
現
が
、
前
途
多
難
な

(
川
叩
)

民
間
長
期
ケ
ア
保
険
の
開
発
を
促
し
て
は
い
る
。

(
四
)
福
祉
サ
ー
ビ
ス

福
祉
サ
ー
ビ
ス
は
、
州
政
府
、
カ
ウ
ン
テ
ィ
政
府
、
非
営
利
の
民
間
凶

体
、
ま
た
は
常
利
の
民
間
企
業
な
ど
様
々
な
主
体
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い

る
。
連
邦
政
府
は
、
そ
の
経
費
を
メ
デ
ィ
ケ
ア
お
よ
び

(
1
)
で
述
べ
る

補
助
金
制
度
に
よ
っ
て
負
担
す
る
形
で
関
与
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

(2)

で
述
べ
る
在
宅
ケ
ア
お
よ
び
施
設
ケ
ア
が
提
供
さ
れ
て
い
る
。
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と

(
3
)

(1)

連
邦
政
府
の
補
助
金

補
助
金
制
度
は
、
そ
の
使
途
を
厳
格
に
特
定
し
な
い
と
い
う
利
点
を
も

つ
た
め
、
柔
軟
な
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
可
能
と
す
る
。
そ
こ
で
、
個
々

の
制
度
の
拡
大
を
抑
え
、
医
療
お
よ
び
福
祉
制
度
を
整
理
統
合
す
る
目
的

(
H
U
)
 

で
、
歴
代
大
統
領
が
補
助
金
制
度
を
提
案
し
実
施
し
て
い
る
。
ケ
ネ
デ
ィ

大
統
領
は
、
高
齢
者
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
目
的
と
し
た
制
度
の

基
盤
を
、
連
邦
政
府
内
に
確
立
し
よ
う
と
努
力
し
た
。
そ
の
結
果
、
補
助

金
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
を
規
定
し
た
高
齢
ア
メ
リ
カ
人
法
が
一
九
六
五
年
に

(
犯
)

制
定
さ
れ
た
。
同
法
に
よ
り
、
高
齢
者
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
が
、
州
政
府

に
交
付
さ
れ
た
補
助
金
を
基
に
運
営
さ
れ
て
い
る
。
同
法
で
は
、
高
齢
者

人
口
を
六

O
歳
以
上
と
定
義
し
、
ニ
ー
ズ
の
高
い
高
齢
者
に
対
し
て
、
独

立
し
た
家
計
お
よ
び
在
宅
生
活
の
支
援
、
ま
た
は
身
体
お
よ
び
精
神
機
能

が
低
下
し
つ
つ
あ
る
高
齢
者
に
対
す
る
継
続
的
な
介
護
の
支
援
な
ど
を
可

(

刊

日

)

能
と
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
砲
し
て
い
る
。

一
九
七
四
年
以
前
は
倒
別
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
対
し
て
行
わ
れ
て
い
た
連



/ 

司

(μ
叫

)

邦
政
府
か
ら
の
補
助
は
、
社
会
福
祉
サ
ー
ビ
ス
一
括
補
助
金
制
度
に
よ
っ

て
統
合
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
社
会
保
障
法
タ
イ
ト
ル

X
Xに
基
づ
き
、
社

アメリカの高齢者ケアにおける社会保障と家族の役割(2)

会
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
対
象
と
す
る
一
括
補
助
金
を
、
各
州
に
交
付
す
る
制

(
K
M
)
 

度
で
あ
る
。
レ
ー
ガ
ン
政
権
も
補
助
金
の
一
括
化
を
推
し
進
め
、
一
九
八

(
必
)

一
年
包
括
予
算
調
整
法
に
よ
り
、
五
十
件
以
上
の
特
定
補
助
金
お
よ
び
二

件
の
一
括
補
助
金
を
整
理
し
、
九
つ
の
新
し
い
一
括
補
助
金
を
創
設
し
た
。

こ
れ
ら
の
補
助
金
に
よ
り
、
社
会
福
祉
関
連
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
け
る
州

政
府
の
裁
量
権
が
強
化
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
が
求

め
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
長
期
ケ
ア
対
策
に
お
い
て
も
、

(
灯
)

金
制
度
へ
の
期
待
が
高
ま
っ
て
い
る
。

一
括
補
助

(2) 

(
必
)

在
宅
ケ
ア
・
サ
ー
ビ
ス
は
、
前
述
し
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
活
動
に
よ
っ

て
、
一
九
世
紀
後
半
か
ら
徐
々
に
拡
大
さ
れ
た
。
そ
の
多
く
は
、
宗
教
団

体
が
支
援
す
る
非
営
利
組
織
の
も
と
で
、
貧
民
救
済
措
置
と
し
て
発
達
し

た
。
そ
し
て
一
九
六
五
年
に
メ
デ
ィ
ケ
ア
お
よ
び
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
が
創
設

さ
れ
た
こ
と
を
機
に
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
、
公
お
よ
び
民

間
双
方
に
よ
っ
て
活
発
に
行
わ
れ
て
い
っ
た
。
国
が
、
在
宅
ケ
ア
機
関
に

よ
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
用
を
一
部
負
担
す
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

在
宅
サ
ー
ビ
ス
業
界
は
、
特
に
一
九
七

0
年
代
後
半
か
ら
八

0
年
代
前
半

在
宅
ケ
ア

(ω) 

に
著
し
い
成
長
を
遂
げ
て
い
る
。
ま
た
、
メ
デ
ィ
ケ
ア
患
者
の
入
院
日
数

(ω) 

を
削
減
す
る
予
見
定
額
払
方
式
が
一
九
八
四
年
に
導
入
さ
れ
る
な
ど
、
そ

の
後
の
法
改
正
も
在
宅
サ
ー
ビ
ス
を
促
進
し
た
。

在
宅
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
は
地
域
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
訪
問
看
護
お
よ

び
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
と
い
っ
た
医
学
的
な
サ
ー
ビ
ス
、
家
事
の
代
行

お
よ
び
給
食
の
配
布
と
い
っ
た
日
常
生
活
サ
ー
ビ
ス
、
デ
イ
ケ
ア
お
よ
び

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
と
い
っ
た
在
宅
ケ
ア
を
側
面
か
ら
支
援
す
る
サ
ー
ビ
ス

(
日
)

な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ま
で
メ
デ
ィ
ケ
ア
お
よ
び
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
は
、
主
に

退
院
後
の
医
療
介
護
に
関
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
み
を
対
象
と
し
て
き
た
。
そ

こ
で
在
宅
ケ
ア
の
多
く
は
、
医
療
関
係
の
サ
ー
ビ
ス
を
中
心
と
し
て
発
展

(
臼
)

し
て
い
る
。

3 

施
設
ケ
ア

(
臼
)

長
期
ケ
ア
を
行
う
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
主
体
は
、
既
述
の
ナ
l
シ
ン
グ
・

ホ
l
ム
で
あ
る
。
こ
の
他
、
住
宅
難
の
低
所
得
高
齢
者
お
よ
び
障
害
者
に

対
し
て
は
、
地
方
自
治
体
お
よ
び
非
営
利
組
織
が
、
低
所
得
者
の
た
め
の

{
日
)

集
合
住
宅
を
建
設
し
運
営
し
て
い
る
。
そ
し
て
や
や
低
所
得
か
ら
中
所
得

の
高
齢
者
を
対
象
と
し
て
は
、
任
意
団
体
が
設
立
し
運
営
す
る
住
宅
コ
ミ

(
部
)

ユ
ニ
テ
ィ
で
あ
る
、
高
齢
者
長
期
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
住
宅
が
あ
る
。
ま
た
中

北法48(3・101)303 

所
得
か
ら
高
所
得
の
高
齢
者
向
け
に
は
、
気
候
の
温
暖
な
地
域
な
ど
に
作
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(
日
)

ら
れ
た
、
退
職
者
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
あ
る
。
昨
今
は
、
継
続
介
護
型
退
職

(
幻
)

者
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
、
入
居
後
に
長
期
ケ
ア
を
必
要
と
す
る
よ
う
に
な
っ

た
場
合
に
生
じ
る
経
済
的
な
困
窮
を
回
避
す
る
方
策
と
し
て
注
目
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
他
、
高
齢
者
を
含
む
複
数
の
人
々
が
、
相
互
に
独
立
性
を
保

(
日
)

ち
な
が
ら
一
軒
の
家
で
共
同
生
活
を
行
う
、
共
用
住
宅
も
あ
る
。

(
五
)
高
齢
者
を
ケ
ア
す
る
そ
の
他
の
施
策

(ω) 

(1)

介
護
者
へ
の
援
助

高
齢
者
を
介
護
し
て
い
る
者
に
対
し
て
は
、
連
邦
税
制
上
の
優
遇
措
置

と
し
て
、
扶
養
控
除
な
ら
び
に
児
童
お
よ
び
被
扶
養
者
の
ケ
ア
に
関
す
る

税
額
控
除
が
あ
る
。
扶
養
控
除
は
、
扶
養
し
て
い
る
家
族
(
高
齢
者
に
限

ら
な
い
)
の
生
活
費
の
半
分
以
上
を
負
担
し
て
い
る
者
に
認
め
ら
れ
る
制

(ω) 

度
で
あ
る
。
児
童
お
よ
び
被
扶
養
者
の
ケ
ア
に
関
す
る
税
額
控
除
は
、
内

(
臼
)

国
歳
入
法
典
に
基
づ
き
一
九
五
四
年
か
ら
設
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

納
税
者
が
高
齢
者
介
護
な
ど
の
た
め
に
人
を
一
履
い
入
れ
た
場
合
に
、
そ
の

(
位
)

費
用
が
税
額
の
計
算
に
あ
た
っ
て
控
除
さ
れ
る
制
度
で
あ
る
。
税
額
控
除

は
、
家
族
が
負
担
し
た
介
護
費
用
を
所
得
か
ら
控
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

間
接
的
に
老
親
の
在
宅
介
護
を
奨
励
し
て
い
る
。
し
か
し
、
支
払
っ
た
報

酬
の
全
額
が
控
除
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
、
同
居
介
護
を
想
定
し

て
い
る
点
な
ど
制
限
も
多
い
。
さ
ら
に
、
介
護
費
用
だ
け
で
は
な
く
、
家

族
に
よ
る
介
護
そ
の
も
の
を
経
済
的
に
評
価
し
て
控
除
の
対
象
と
す
べ
き

だ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
家
族
に
よ
る
介
護
を
評
価
す
る
こ
と
に
対
す

る
関
心
は
高
く
、
い
く
つ
か
の
州
で
、
州
の
税
制
優
遇
措
置
と
し
て
検
討

(
臼
)

さ
れ
て
い
る
。

こ
の
他
、
低
所
得
者
の
介
護
者
に
対
し
て
介
護
手
当
な
ど
の
直
接
的
な

金
銭
給
付
を
行
う
制
度
が
、
家
族
の
介
護
を
側
面
か
ら
支
え
て
い
る
。
メ

デ
ィ
ケ
イ
ド
で
は
、
家
族
が
介
護
の
専
門
家
を
依
頼
し
、
要
介
護
者
が
一

般
的
な
介
護
を
受
け
た
場
合
、
家
族
が
専
門
家
に
支
払
っ
た
経
費
に
つ
い

て
、
介
護
手
当
が
家
族
に
支
給
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
家
族
に
よ
る
介
護

は
原
則
的
に
給
付
の
対
象
と
は
き
れ
な
い
。
し
か
し
、
家
族
が
自
ら
介
護

資
格
を
有
す
る
場
合
、
ま
た
は
資
格
を
有
す
る
介
護
者
が
見
つ
か
ら
な
か

っ
た
場
合
な
ど
は
、
家
族
の
介
護
に
対
す
る
手
当
の
支
給
を
認
め
る
な
ど
、

柔
軟
な
運
営
を
行
、
つ
州
も
あ
る
。
ま
た
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
で
は
な
く
、
州
独

(
山
山
)

自
の
財
源
で
介
護
保
障
を
行
う
州
も
あ
る
。

北法48(3・102)304

(
2
)

退
役
軍
人
へ
の
補
助
(
侃
)

連
邦
政
府
の
退
役
軍
人
管
理
省
も
、
高
齢
者
の
長
期
ケ
ア
に
か
な
り
貢

献
し
て
い
る
。
従
軍
に
よ
る
身
体
障
害
を
も
っ
退
役
軍
人
は
、
退
役
軍
人

専
用
の
病
院
が
提
供
す
る
在
宅
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

か
ら
で
あ
る
。
年
間
八
万
人
近
く
の
退
役
軍
人
が
、
こ
の
長
期
ケ
ア
プ
ロ



グ
ラ
ム
に
参
加
し
、
特
別
介
護
施
設
ま
た
は
在
宅
ケ
ア
を
利
用
し
て
い
る
。

アメリカの高齢者ケアにおける社会保障と家族の役割(2)

企
業
の
福
利
厚
生

企
業
の
福
利
厚
生
は
、
従
来
育
児
に
関
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
中
心
と
し

て
い
た
。
し
か
し
従
業
員
に
よ
る
高
齢
者
介
護
の
負
担
が
増
大
す
る
と
と

も
に
、
徐
々
に
で
は
あ
る
が
、
高
齢
者
ケ
ア
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
設
け
る
企

業
も
出
て
き
て
い
る
。
例
え
ば
、
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
ま
た
は
ジ
ョ
ブ
シ

ェ
ア
リ
ン
グ
制
度
の
拡
充
、
子
お
よ
び
高
齢
者
を
同
一
の
施
設
で
預
か
る

制
度
の
創
設
、
介
護
費
用
の
貸
し
付
け
ま
た
は
一
部
支
給
、
長
期
介
護
保

険
の
加
入
補
助
と
い
っ
た
経
済
的
援
助
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
他
、
従
業
員

が
課
税
前
給
与
の
一
部
を
、
肉
親
の
ケ
ア
の
た
め
に
積
み
立
て
て
お
き
、

必
要
な
と
き
に
引
き
出
す
と
い
う
制
度
も
あ
る
。
し
か
し
積
立
金
が
非
課

税
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
連
邦
税
務
局
の
念
入
り
な
審
査
を
通
ら
な
け
れ
ば
、

(
山
山
)

こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
は
参
加
で
き
な
い
。

一
九
九
三
年
二
月
に
成
立
し
た
、
家
族
お
よ
び
医
療
休
暇
法
は
、
子
の

育
児
お
よ
び
養
育
の
た
め
の
み
で
は
な
く
、
高
齢
者
介
護
を
目
的
と
し
た

(
間
山
)

休
業
を
も
労
働
者
に
認
め
る
連
邦
の
制
度
で
あ
石
。
具
体
的
に
は
、
労
働

者
の
家
族
が
病
気
に
な
っ
た
場
合
な
ど
に
、
申
請
に
よ
り
一
一
一
週
間
の
休

暇
が
無
給
で
認
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
休
暇
後
は
、
休
暇
前
と
同
条
件

で
の
職
場
へ
の
復
帰
が
保
障
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
制
度
は
、
高
齢
者
の
在

(
3
)
 

宅
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
を
側
面
か
ら
支
え
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
役
割
が
注
目

さ
れ
て
い
る
。融

資
・
貯
蓄
制
度

(
4
)
 

医
療
関
係
費
を
支
払
う
現
金
が
な
く
と
も
不
動
産
を
持
つ
高
齢
者
に
対

(
叫
叩
)

し
て
は
、
住
宅
担
保
貸
付
制
度
が
あ
る
。
金
融
機
関
が
所
有
不
動
産
を
担

保
に
金
銭
を
貸
付
け
、
所
有
者
の
死
後
な
ど
に
担
保
不
動
産
を
処
分
し
清

算
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
九
八
七
年
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
高
齢
者
の
七
五
%

{ω) 

が
自
己
名
義
の
不
動
産
に
居
住
し
て
お
り
、
高
齢
者
の
所
得
保
障
手
段
と

(
河
)

し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
他
、
将
来
の
医
療
費
の
み
を
貯
蓄
す
る
預
金
口
座
で
あ
る
、
個
人

医
療
口
座
が
あ
る
。
こ
の
口
座
で
は
、
税
額
の
計
算
に
あ
た
っ
て
、
そ
の

貯
蓄
額
を
所
得
か
ら
控
除
で
き
る
仕
組
み
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
案
の
提

唱
者
は
、
こ
れ
に
よ
り
個
々
人
は
将
来
の
医
療
費
に
対
し
て
責
任
を
も
っ

て
貯
金
す
る
と
推
定
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
貯
蓄
率
を
促
進
す
る

目
的
で
既
に
設
置
さ
れ
て
い
る
個
人
退
職
口
座
に
関
し
て
は
、
口
座
開
設

率
が
全
納
税
者
の
二
O
%
未
満
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
個
人
医
療
口
座
の
利

(
九
)

用
率
も
低
い
で
あ
ろ
う
と
予
想
す
る
声
も
あ
る
。

北法48(3・103)305



研究ノート

高
齢
者
ケ
ア
の
実
態

2 次
に
、
家
族
責
任
法
の
評
価
を
め
ぐ
る
賛
否
両
論
が
登
場
し
た
背
景
を

探
る
た
め
に
、
以
上
の
よ
う
な
公
私
の
支
援
に
支
え
ら
れ
た
、
ア
メ
リ
カ

(η) 

の
高
齢
者
ケ
ア
の
実
態
を
概
観
す
る
。

ア
メ
リ
カ
で
も
、
一
九
七
O
年
に
は
約
二

0
0
0万
人
で
あ
っ
た
六
五

歳
以
上
の
人
口
が
、
一
九
九
O
年
に
は
約
三
二
O
O
万
人
と
な
り
、
さ
ら

に
二
O
三
O
年
に
は
そ
の
二
倍
に
な
る
と
推
計
さ
れ
、
高
齢
化
に
関
す
る

諸
問
題
を
喚
起
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
長
期
ケ
ア
を
要
す
る
高
齢
者
が

ま
す
ま
す
増
え
る
で
あ
ろ
う
と
の
予
測
か
ら
、
問
題
の
深
刻
性
が
懸
念
さ

(
九
)

れ
て
い
る
。
長
期
ケ
ア
は
、
慢
性
疾
患
の
た
め
に
自
活
能
力
を
一
定
程
度

以
上
欠
く
者
が
必
要
と
す
る
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
例
え
ば
高
価

な
ナ

l
シ
ン
グ
・
ホ
ー
ム
の
利
用
を
伴
う
者
が
増
加
す
る
こ
と
に
な
り
、

こ
れ
は
、
政
府
の
財
政
的
負
担
の
増
加
を
直
接
的
に
意
味
し
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
実
際
、
連
邦
の
年
間
予
算
を
見
る
と
、
そ
の
ほ
ぼ
二
六
%
は
高

齢
者
向
け
の
給
付
金
と
し
て
支
給
さ
れ
、
医
療
支
出
に
お
い
て
も
、
全
体

{
九
)

の
三
分
の
一
が
高
齢
者
を
対
象
と
し
て
い
る
。
今
後
高
齢
者
ケ
ア
に
要
す

る
財
政
的
な
負
担
は
さ
ら
に
増
大
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
予
測
か
ら
、
そ

の
莫
大
な
費
用
を
と
う
負
担
す
る
か
と
い
う
問
題
、
な
か
で
も
、
慢
性
疾

患
に
苦
し
む
高
齢
者
の
療
養
を
ど
う
す
る
か
と
い
っ
た
長
期
ケ
ア
問
題
の

(
符
)

対
策
が
模
索
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
高
齢
者
ケ
ア
を
め
ぐ
る
問
題

に
対
す
る
施
策
と
し
て
、
ー
で
概
観
し
た
様
々
な
社
会
保
障
制
度
が
存
在

し
、
さ
ら
に
新
た
な
改
革
も
検
討
さ
れ
て
は
い
る
が
、
高
齢
者
ケ
ア
問
題

(
符
)

の
解
決
策
は
未
だ
見
い
だ
さ
れ
て
い
な
い
と
い
え
よ
う
。
こ
う
し
た
な
か

で
の
高
齢
者
の
生
活
お
よ
び
高
齢
者
に
対
す
る
ケ
ア
の
実
態
に
つ
い
て
、

以
下
概
観
し
て
ゆ
く
。
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高
齢
者
の
生
活
環
境

現
在
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
高
齢
者
の
家
族
型
態
を
み
る
と
、
単
身
世

帯
お
よ
び
夫
婦
の
み
の
世
帯
が
多
い
。
具
体
像
を
把
握
す
る
た
め
に
日
本

の
現
状
と
比
較
す
る
と
、
六
O
歳
以
上
の
高
齢
者
世
帯
の
う
ち
、
日
本
で

は
単
身
世
帯
が
五
・
六
%
、
夫
婦
の
み
の
世
帯
が
三
三
・
八
%
で
あ
る
の
に

対
し
て
、
ア
メ
リ
カ
で
は
そ
れ
ぞ
れ
三
五
・
一
%
お
よ
び
四
六
・
八

M
で、

(η) 

合
わ
せ
て
七
五
・
九
%
を
占
め
て
い
る
。
し
か
し
子
と
同
居
し
て
い
な
い

ア
メ
リ
カ
の
高
齢
者
の
六
O
%
を
越
え
る
人
達
が
、
ほ
ぽ
毎
日
会
二
・
(
明
日
)

二
%
)
ま
た
は
週
に
一
回
以
上
(
四

0
・
八
%
)
別
居
子
と
接
触
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
日
本
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
一
四
・
三
%
お
よ
び
一
七
・
二
%

(
合
計
三
了
五
%
)
で
あ
り
、
年
に
数
回
会
う
だ
け
の
割
合
が
選
択
肢

の
中
で
最
も
多
い
(
二
一
四
・
七
%
)
。
別
居
子
と
の
接
触
頻
度
が
高
い
ア
メ

リ
カ
の
様
子
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
別
居
子
と
の
接
触
頻
度
を
示
す
こ
の
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数
字
は
、
ア
メ
リ
カ
の
高
齢
者
が
、
子
と
は
同
居
し
て
い
な
く
と
も
、
頻

繁
に
子
と
接
触
し
て
い
る
様
子
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。

こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
の
高
齢
者
が
、
子
と
日
常
的
に
接
触
し
や
す
い
所
に

居
住
し
て
い
る
こ
と
に
も
起
因
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
一
番
近
く
に
住

む
別
居
子
ま
で
の
所
要
時
間
に
関
す
る
調
査
に
よ
る
と
、
高
齢
者
の
住
居

は
、
別
居
子
か
ら
一
O
分
以
内
(
三
八
・
九
%
)
お
よ
び
コ
一
O
分
以
内
(
二
一

0
・
九
%
)
の
所
に
あ
り
、
高
齢
者
の
多
く
(
合
計
約
七
O
%
)
は
、
別

居
子
の
近
く
に
居
住
し
て
い
る
。
日
本
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
一
四
%

(
乃
)

と
二
二
%
で
あ
り
、
そ
の
合
計
は
半
数
に
み
た
な
い
。
ま
た
こ
の
よ
う
な

親
子
の
接
触
方
法
お
よ
び
居
住
形
態
の
違
い
は
、
老
後
に
お
け
る
家
族
(
子

お
よ
び
孫
)
と
の
つ
き
あ
い
方
に
関
す
る
価
値
観
の
違
い
と
も
関
係
し
て

(
初
)

い
る
よ
う
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
高
齢
者
は
、
そ
の
七
一
了
七
%
が
子
と
「
と

き
ど
き
会
っ
て
食
事
や
会
話
を
す
る
」
こ
と
を
好
み
、
「
い
つ
も
一
緒
に

生
活
し
た
い
」
と
考
え
る
者
は
三
・
四
%
で
し
か
な
い
別
居
交
流
指
向
で

あ
る
。
五
三
・
六
%
が
共
に
生
活
す
る
こ
と
を
望
む
、
同
居
交
流
指
向
の

日
本
の
高
齢
者
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
二
)
高
齢
者
の
意
識

高
齢
者
自
身
は
、
家
族
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
「
心
配
事
や
悩
み
事
が
で
き
た
と
き
、
相
談
に
の
っ
て
く
れ
る
人
」
、

「
仮
に
病
気
で
寝
込
ん
だ
と
き
、
お
世
話
し
て
く
れ
る
人
」
、
お
よ
び
「
経

済
的
に
困
っ
た
と
き
、
援
助
し
て
く
れ
る
人
」
に
つ
い
て
高
齢
者
に
質
問

し
た
結
果
か
ら
は
、
情
緒
的
ま
た
は
精
神
的
な
サ
ポ
ー
ト
を
家
族
な
ど
に

(
別
)

期
待
し
て
い
る
様
子
が
窺
え
る
。
ア
メ
リ
カ
の
高
齢
者
は
、
精
神
的
に
は

日
本
と
同
様
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
サ
ポ
ー
ト
を
、
別
居
し
て
い
る
子
も

含
め
て
、
子
に
対
し
て
期
待
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
他
方
で
、
親
し
い

友
人
お
よ
び
知
人
に
期
待
し
て
い
る
割
合
が
日
本
と
比
べ
て
高
い
点
は
、

ア
メ
リ
カ
の
特
徴
で
あ
る
。
ま
た
、
病
気
で
寝
込
ん
だ
と
き
以
外
は
、
配

偶
者
よ
り
も
子
を
頼
り
に
し
て
い
る
点
が
、
配
偶
者
へ
の
期
待
が
高
い
日

本
と
は
異
な
る
。
さ
ら
に
、
家
族
の
サ
ポ
ー
ト
に
対
す
る
期
待
は
、
心
配

事
お
よ
び
悩
み
事
の
と
き
が
最
も
高
く
、
経
済
的
に
因
っ
た
と
き
が
最
も

低
い
。
ア
メ
リ
カ
の
高
齢
者
ケ
ア
に
お
い
て
は
、
近
く
に
住
む
子
に
よ
る

精
神
的
ケ
ア
が
重
要
な
役
割
を
は
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
老
後
の
生
活
費
に
関
し
て
は
、
働
け
る
間
に
準
備
し
よ
う
と
考

え
る
高
齢
者
が
ア
メ
リ
カ
で
は
六
O
%
近
く
を
占
め
、
社
会
保
障
に
よ
っ

て
賄
う
と
考
え
る
者
は
二
六
・
五
%
と
比
較
的
少
な
く
、
さ
ら
に
家
族
に

(
幻
)

頼
ろ
う
と
す
る
者
は
、

0
・
六
%
と
ご
く
僅
か
と
な
っ
て
い
る
。
一
六
%

が
家
族
に
生
活
費
の
面
倒
を
み
て
も
ら
お
う
と
考
え
て
い
る
日
本
の
高
齢

者
と
、
ア
メ
リ
カ
の
高
齢
者
の
意
識
は
大
き
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
。

「
自
助
」
「
自
立
」
の
社
会
と
百
わ
れ
る
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
高
齢
者
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自
身
も
自
立
し
た
生
活
を
望
ん
で
い
る
姿
が
浮
き
彫
り
と
な
っ
て
い
る
。

(
三
)
高
齢
者
ケ
ア
の
人
的
負
担

高
齢
者
が
長
期
ケ
ア
を
必
要
と
す
る
場
合
、
実
際
の
ケ
ア
を
行
う
主
体

は
誰
で
あ
ろ
う
か
。
一
言
で
述
べ
る
な
ら
ば
、
高
齢
者
の
多
く
は
、
親
族

お
よ
び
友
人
に
よ
っ
て
ケ
ア
さ
れ
て
い
る
。
子
の
い
る
高
齢
者
の
三
分
の

二
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
子
か
ら
三
O
分
以
内
の
と
こ
ろ
に
居
住
し
て

お
り
、
在
宅
ケ
ア
の
約
八
五
%
は
、
こ
う
し
た
家
族
が
提
供
し
て
い
る
と
(
お
)

言
わ
れ
て
い
る
。
長
期
ケ
ア
を
必
要
と
す
る
者
の
居
住
場
所
を
示
す
図
1
、

お
よ
び
在
宅
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
が
、
誰
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
る
か
を
示
す

(
創
)

図
2
は
、
こ
の
点
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
る
。
図
ー
に
よ
る
と
、
高
齢
者

お
よ
び
そ
れ
以
外
の
要
長
期
ケ
ア
者
双
方
を
合
わ
せ
る
と
、
八
四
%
も
の

人
達
が
、
施
設
で
は
な
く
地
域
社
会
で
生
活
し
て
い
る
。
ま
た
図
2
に
よ

る
と
、
こ
う
し
た
、
地
域
に
在
住
す
る
要
介
護
高
齢
者
の
な
か
で
は
、
七

O
%
が
、
私
的
な
ケ
ア
の
み
を
受
け
て
い
る
。
公
的
な
ケ
ア
お
よ
び
私
的

な
ケ
ア
双
方
を
受
け
て
い
る
者
を
も
加
え
る
と
、
九
七
%
も
の
要
介
護
高

齢
者
が
何
ら
か
の
形
で
家
族
お
よ
び
友
人
に
介
護
さ
れ
て
い
る
と
い
う
実

情
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
、
実
際
は
家
族
ま
た

は
友
人
が
在
宅
ケ
ア
の
大
半
を
担
っ
て
い
る
と
い
う
統
計
は
、
多
く
の
文

(
郎
)

献
が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
数
字
は
、
初
め
て
明
ら
か
に
さ
れ

た
時
は
、
ア
メ
リ
カ
で
も
話
題
を
呼
ん
だ
。
現
在
は
、
家
族
に
よ
る
介
護
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が
消
滅
し
た
と
い
う
話
は
事
実
誤
認
で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
の
高
齢
者
は
子

の
近
く
に
住
み
、
子
に
よ
っ
て
ケ
ア
さ
れ
て
い
る
と
の
認
識
が
広
ま
り
つ

つ
あ
る
。

と
は
い
え
、
高
齢
者
ケ
ア
の
人
的
負
担
の
大
半
を
家
族
が
担
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
に
、
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
介
護
者
に
対
す
る
過
度

の
負
担
、
家
族
に
よ
る
介
護
を
支
援
す
る
た
め
の
在
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
の

不
足
、
そ
し
て
結
局
は
ナ

l
シ
ン
グ
・
ホ

i
ム
に
依
存
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
現
状
な
ど
が
、
高
齢
者
の
長
期
ケ
ア
に
関
し
て
主
に
問
題
と
な
っ
て

い
る
。
ペ
ッ
パ

1
委
員
会
の
報
告
書
も
、
子
の
負
担
が
大
き
い
こ
と
に
よ

る
弊
害
を
強
調
し
て
い
る
。
ま
た
負
担
の
大
き
い
在
宅
ケ
ア
は
、
ア
メ
リ

(
鉛
)

カ
で
も
、
六
一
二
%
が
女
性
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
て
い
る
。

高
齢
者
ケ
ア
の
費
用
負
担

(
1
)

高
齢
者
の
生
活
費
一
般

ア
メ
リ
カ
の
在
宅
高
齢
者
の
経
済
生
活
を
見
る
と
、
公
的
年
金
に
よ
っ

て
生
活
し
て
い
る
人
が
多
い
。
現
在
の
生
活
費
を
賄
う
収
入
源
を
、
施
設

入
所
者
を
除
く
高
齢
者
に
対
し
て
、
複
数
回
答
可
能
な
形
で
質
問
し
た
と

こ
ろ
、
八
四
・
五
%
が
公
的
年
金
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
し
て
主
た
る
収
入

源
を
一
つ
だ
け
回
答
す
る
こ
と
を
求
め
た
質
問
で
は
、
五
五
・
二
%
が
公

四
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図1 地域社会および施設における要長期ケア人口の割合

仁コ地域における
65歳以上人口

仁コ地域における
65歳未満人口

瞳覇施設における
65歳以上人口

~施設における
65歳未満人口

出所:THE PEPPER COMMISSION， A CALL FOR ACTlON (1990) (註83参照)。

図2 要介護高齢者は在宅ケアサービスを誰から受けているか

70% 

出所:図 1に閉じ(註84参照)。
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口私的ケアのみ

亡コ公的ケアのみ

~私的ケアおよび
公的ケア
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(
町
山
)

的
年
金
と
答
え
て
い
る
。
ま
た
主
た
る
収
入
源
の
第
二
位
は
、
二
子
六
%

を
占
め
る
私
的
年
金
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
自
己
の
財
産
か
ら
の
収
入
が
一

一
%
と
、
他
の
国
と
比
べ
て
多
い
点
が
ア
メ
リ
カ
の
特
徴
と
い
え
よ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
、
子
か
ら
の
援
助
は
、

0
・
七
%
と
健
か
で
し
か
な
い
。

こ
れ
ら
の
統
計
か
ら
は
、
健
康
な
人
を
も
含
む
ア
メ
リ
カ
の
高
齢
者
の
多

く
が
、
金
銭
的
に
は
子
か
ら
の
援
助
に
頼
ら
ず
、
公
的
年
金
な
ど
に
よ
っ

て
生
活
し
て
い
る
と
い
う
実
態
が
窺
え
る
。

他
方
、
こ
の
数
字
に
含
ま
れ
て
い
な
い
施
設
入
所
者
が
、
自
ら
そ
の
経

費
を
負
担
で
き
な
い
場
合
は
、
公
的
扶
助
で
あ
る
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
に
頼
っ

て
い
る
。
そ
の
結
果
、
次
に
述
べ
る
よ
う
に
、
公
的
に
負
担
さ
れ
て
い
る

施
設
入
所
費
用
の
約
半
分
は
、
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
て
い

る。
2 

高
齢
者
ケ
ア
の
コ
ス
ト

高
齢
者
ケ
ア
の
費
用
負
担
を
め
ぐ
っ
て
は
、
高
傾
な
ナ

l
シ
ン
グ
・

ホ

1
ム
ケ
ア
に
費
や
さ
れ
て
い
る
費
用
と
、
在
宅
ケ
ア
に
投
下
さ
れ
て
い

る
費
用
と
の
不
均
衡
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
費
用
負
担
の
配
分
を
め
ぐ

(
叫
開
)

る
問
題
は
、
長
期
ケ
ア
を
要
す
る
高
齢
者
に
係
る
費
用
に
着
目
し
た
図
3

に
一
不
さ
れ
て
い
る
。
要
長
期
ケ
ア
者
の
う
ち
、
ナ

l
シ
ン
グ
・
ホ

l
ム
に

入
所
し
て
い
る
者
は
一
六
%
に
す
ぎ
な
い
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
長
期
ケ

ア
に
投
下
さ
れ
て
い
る
公
的
支
出
の
八
二
%
も
の
費
用
が
、
ナ

l
シ
ン

グ
・
ホ

l
ム
の
経
費
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ナ

l
シ
ン
グ
・
ホ
ー

ム
で
の
ケ
ア
が
一
カ
月
二
五

0
0
ド
ル
以
上
と
、
高
価
で
あ
る
こ
と
を
示

(
別
)

し
て
い
る
。
そ
し
て
同
時
に
、
在
宅
で
の
長
期
ケ
ア
に
関
す
る
公
的
プ
ロ

グ
ラ
ム
が
少
な
く
、
在
宅
高
齢
者
の
ケ
ア
が
家
族
お
よ
び
友
人
に
依
拠
し

て
い
る
こ
と
の
現
れ
で
も
あ
る
。
高
齢
者
自
身
が
前
接
支
払
っ
た
医
療
費

お
よ
び
長
期
ケ
ア
費
用
も
、
八
二
・
五
%
が
ナ

l
シ
ン
グ
・
ホ

l
ム
費
に

(

川

山

)

充
て
ら
れ
て
い
る
。
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こ
の
高
価
な
ナ

l
シ
ン
グ
・
ホ

l
ム
費
が
、
公
的
な
経
費
、
特
に
メ
デ

(
引
)

イ
ケ
イ
ド
の
支
出
増
を
も
た
ら
し
て
い
る
こ
と
は
、
同
4
に
顕
著
に
示
さ

れ
て
い
る
。
ナ

l
シ
ン
グ
・
ホ

l
ム
経
費
の
四
八
・
三
%
は
入
居
者
が
直

按
支
弘
い
、
四
四
・
六
%
は
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
か
ら
支
払
わ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
の
数
字
は
、
本
来
は
低
所
得
者
を
対
象
と
し
た
医
療
扶
助
で
あ

る
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
に
よ
っ
て
、
一
般
的
な
危
険
で
あ
る
長
期
ケ
ア
の
負
担

が
担
わ
れ
て
い
る
と
い
う
、
社
会
保
障
制
度
全
体
の
、
構
造
上
の
問
題
を

浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。
私
保
険
が
ナ

1
シ
ン
グ
・
ホ
ー
ム
経
費
の
一
・

二
%
し
か
負
狙
し
て
い
な
い
こ
と
も
、
社
会
保
障
制
度
全
体
か
ら
す
る
と

問
題
で
あ
る
と
指
出
刑
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
図
4
は
、
ホ

l
ム
入
所
の
一

年
後
に
は
単
身
高
齢
者
の
六
七
%
、
高
齢
者
夫
婦
の
四
六
%
が

f
g己
!

日
間
品
。
垣
ロ
に
よ
り
貧
困
化
し
、
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
の
資
格
要
件
を
満
た
す
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図3 要長期ケア人口および長期ケア支出についての居住地別割合

要長期ケア人口 長期ケアの支出

仁二コ在 宅 仁二コ在宅ケア

仁コナーシング・ホーム 仁コナーシング・ホーム

出所:図 1に同じ(註88参照)。

図4 ナーシング・ホームケア費の財源

出所:図 1に同じ(註91参照)。
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よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
、
高
齢
者
の
貧
困
化
問
題
の
存
在
を
も
物
語
る
も

(
幻
)

の
で
あ
る
。
高
齢
者
の
貧
困
化
現
象
は
顕
著
で
あ
り
、
約
六

O
O万
人
も

の
高
齢
者
が
貧
困
レ
ベ
ル
以
下
の
生
活
を
送
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
、
問
題

(
幻
)

と
な
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
状
況
下
に
お
い
て
、
高
齢
者
ケ
ア
に
か
か
る
公
的
支
出
の
削

減
を
図
る
方
法
の
一
つ
と
し
て
、
ケ
ア
に
係
る
費
用
の
一
部
を
L

一
家
族
に
も

負
担
さ
せ
よ
う
と
の
声
が
再
度
浮
上
し
て
き
た
。
社
会
保
障
関
連
費
用
の

家
族
に
対
す
る
求
償
を
規
定
す
る
家
族
責
任
法
の
運
用
は
、
公
的
扶
助
費

が
急
増
し
た
第
二
次
世
界
大
戦
の
直
後
に
関
心
を
集
め
た
。
こ
れ
が
、
メ

デ
ィ
ケ
イ
ド
に
要
す
る
公
的
財
政
負
担
の
増
大
と
と
も
に
、
再
度
注
目
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

第
三
章
第
一
節
註

(
1
)
【
呈
巾
印
?
ト
命
日

-
b
h
y円
h
h
A『
同
町
内
司
、
曲
、
M
U
R
5室
町
。
み
ど
室
、
勾
尽
き
ー

ミ
L

守
主

H
S
E
5
守

s
t
g
R
匂
室
内
否
白
む
と
さ
ミ
色
町
。
ヨ
ミ

E
さ
お
な
叫
が
コ
己
主
'
同
宮
町
ぬ

2
5
君
主
~
言
、
25FHHH守
M
E
S
h
a
-
-印

仰
と
「
河
何
〈

N

N
印

-
N
ω
N
1
ω
ω
(
H
m
v
∞
∞
)

(
2
)
序
章
に
お
い
て
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
高
齢
者
ケ
ア
の
実
情
を

把
握
す
る
意
義
を
指
摘
し
た
(
序
章
1

(
一
一
)
「
ア
メ
リ
カ
家
族
責

任
法
に
お
け
る
家
族
の
役
割
」
)
。
そ
こ
で
本
節
l
お
よ
び
2
で
は
、

高
齢
者
ケ
ア
の
実
情
に
つ
い
て
多
少
詳
し
く
説
明
し
て
い
る
。

(
3
)
こ
こ
で
は
、
特
に
言
及
す
る
ほ
か
は
、
主
に
次
の
資
料
を
参
照

し
た
。
本
稿
で
は
概
略
の
み
を
述
べ
る
た
め
、
詳
し
く
は
こ
れ
ら

の
資
料
を
参
照
さ
れ
た
い
。
と
は
い
え
、
ア
メ
リ
カ
の
高
齢
者
ケ

ア
に
的
を
絞
っ
て
ま
と
め
た
研
究
が
少
な
い
こ
と
か
ら
、
本
稿
の

主
題
か
ら
や
や
離
れ
る
も
の
の
、
多
少
詳
し
く
紹
介
す
る
。
〉

Y
白

河
更
に
z

h

f

」

ζ
5
2
5
e
h〉
悶
【
言
明
，

O
同

叶

自

門

〉

目

的

〉

回

目

U

F
O何
回
口
当

2
0
5「
円
、
己
〈
叫
コ
ω
(
呂
∞
∞
)
(
本
著
作
は
、
高

齢
者
ケ
ア
に
関
す
る
現
行
お
よ
び
将
来
の
諸
制
度
を
具
体
的
に
検

討
し
た
も
の
で
あ
る
。
著
者
は
政
府
の
政
策
立
案
に
携
わ
っ
て
い

た
0
)

・
石
川
恒
夫
H
吉
田
克
己
H
江
口
隆
裕
(
編
)
『
高
齢
者
介
護

と
家
族

l
民
法
と
社
会
保
障
法
の
按
点
|
』
(
信
山
社
、
一
九
九

七
年
)
(
こ
れ
は
、
次
の
『
老
人
介
護
と
相
続
法
理
に
関
す
る
研
究

報
告
書
』
を
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
書
は
、
本
稿
の
(
一
)

脱
稿
後
に
出
版
さ
れ
た
。
以
下
で
は
、
内
容
が
重
な
る
部
分
に
つ

い
て
は
、
本
書
の
方
を
参
照
す
る
こ
と
に
す
る
。
)
、
老
人
介
護
と

相
続
法
理
研
究
会
『
老
人
介
護
と
相
続
法
理
に
関
す
る
研
究
報
告

書
』
(
長
寿
社
会
開
発
セ
ン
タ
ー
、
一
九
九
三
年
、
一
九
九
四
年
)
、

石
田
道
彦
「
ア
メ
リ
カ
の
長
期
ケ
ア
に
お
け
る
利
用
者
の
権
利
と

そ
の
実
現
」
九
大
法
学
七
一
号
、
七
三
号
(
一
九
九
六
年
、
一
九

九
七
年
)
、
松
下
和
子
リ
田
所
靖
代
日
海
保
理
子
『
高
齢
者
の
在
宅

ケ
ア

l
ア
メ
リ
カ
に
学
ぶ
自
立
と
豊
か
さ
へ
の
道
』
(
有
斐
閣

選
書
、
一
九
九
三
年
)
、

c
・
ヵ

l
ル
・
ペ
グ
ル
ス
H

岡
本
裕
三
訳

『
ア
メ
リ
カ
の
老
人
医
療
』
(
効
草
書
房
、
一
九
九
二
年
)
、
厚
生

北j去48(3・110) 312 
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省
大
臣
官
房
国
際
課
(
監
)
海
外
社
会
保
障
動
向
研
究
会
(
編
)
『
海

外
社
会
保
障
動
向
d

N

l

g
』
(
ぎ
ょ
う
せ
い
、
一
九
九
三
年
)
、
坂

本
重
雄
「
ア
メ
リ
カ
の
老
齢
保
障
」
静
岡
大
学
法
経
研
究
四
一
巻

二
号
、
三
号
(
一
九
九
二
年
)
、
菊
池
馨
実
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る

社
会
保
障
制
度
の
形
成
」
北
大
法
学
論
集
四

O
巻
三
号
、
四
号
、

四
一
巻
一
号
、
二
号
ご
九
九

O
年
)
、
厚
生
省
保
険
局
企
画
課
長
皿
)

『
欧
米
諸
国
の
医
療
保
障
』
(
法
研
、
改
訂
版
一
九
九

O
年
)
、
社
会

保
障
研
究
所
(
編
)
『
ア
メ
リ
カ
の
社
会
保
障
』
(
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
八
九
年
)
。

(
4
)
私
的
支
援
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
詳
し
く
検
討
し
て
い
る
家
族

の
役
割
以
外
の
支
援
を
概
観
す
る
。

(
5
)
在
宅
ケ
ア
の
拡
充
が
目
指
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
長
期
ケ
ア

に
対
す
る
出
費
の
う
ち
、
全
体
の
八

O
%強
が
施
設
関
係
費
と
な

っ
て
お
り
、
在
宅
ケ
ア
に
関
す
る
支
出
は
二

O
%
に
達
し
て
い
な
い
。

在
宅
へ
の
補
助
を
増
額
す
る
必
要
性
が
主
張
さ
れ
て
い
る
(
本
節

2

(
四
)
(
2
)
「
高
齢
者
ケ
ア
の
コ
ス
ト
」
参
照
)

0

(
6
)
長
期
ケ
ア
の
問
題
を
め
ぐ
る
ア
メ
リ
カ
の
模
索
に
つ
い
て
は
、

註
3
の
諸
文
献
に
加
え
て
、
特
に
言
及
す
る
他
は
次
の
資
料
を
参

照
し
て
い
る
。
詳
し
く
は
こ
れ
ら
の
資
料
を
参
照
さ
れ
た
い
。
島

崎
謙
治
「
米
国
の
医
療
保
障
制
度
改
革
の
展
望
」
週
刊
社
会
保
障

一
七
九
六
l
一
八
一
一
号
二
九
九
四
年
)
、
西
川
敏
之
「
ア
メ
リ

カ
の
医
療
制
度
改
革
」
駿
河
台
法
学
七
巻
二
号
、
一

O
巻
一
号
(
一

九
九
四
年
、
一
九
九
六
年
)
、
松
山
幸
弘
『
ア
メ
リ
カ
の
医
療
改
革

i
日
本
は
何
を
学
ぶ
べ
き
か

l
』
(
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
九

四
年
)
、
全
国
社
会
福
祉
協
議
会
・
社
会
福
祉
研
究
情
報
セ
ン
タ
ー

(
編
)
『
老
人
介
護
の
国
際
比
較

l
老
人
介
護
政
策
国
際
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
報
告
1

』
(
中
央
法
規
出
版
、
一
九
九
一
年
)
。

(
7
)

メ
デ
ィ
ケ
ア
高
額
医
療
費
保
障
法
(
玄
孟
】
円
即
『
巾
わ
乞

g
q
c
z
-円

ハ
リ
。
〈
内
円
印
刷
町
内
〉
円
円
。
同
円
。
∞
∞
)
い
四
ω
。
ω
0同
〉
円
円
]
己
}
可

Y

H

ψ

∞∞-

司
「

H
C
C
ω
小

c
-
4
-
H
-
m
z
-
-

(
8
)
長
期
ケ
ア
問
題
の
対
応
策
に
関
す
る
活
発
な
議
論
の
な
か
で
、

ク
リ
ン
ト
ン
大
統
領
の
医
療
保
障
制
度
改
革
と
い
っ
た
既
存
の
社

会
保
障
制
度
の
改
革
に
お
い
て
も
、
長
期
ケ
ア
は
基
礎
的
な
保
険

給
付
の
対
象
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
長
期
ケ

ア
対
策
が
講
じ
ら
れ
て
い
た
一
九
九
四
年
の
ク
リ
ン
ト
ン
医
療
保

障
法
案
、
お
よ
び
マ
ク
ダ
ー
モ
ッ
ト
・
ア
メ
リ
カ
医
療
保
障
法
案
は
、

廃
案
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
一
九
九
六
年
八
月
に
成
立
し
た

国
内
色
丹
『
】
=
印
居
間
白
血
門
戸
円
巾
旬
。
ユ
白
F
H
E
々
出
口
巳
〉
円
円
ロ
ロ
ロ
[
回
一
)
-
-
H
q

〉円円

(
E
3
5
ω
)
は
、
三
一
一
一

1

三
二
三
条
に
お
い
て
、
長
期
ケ
ア
保

険
に
つ
い
て
簡
単
に
定
め
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
}
わ

2
4開
「
除

玄
何
回
出
口
∞
巴
何
司
的
問
〈
・
回
開
〉
「
斗
同
わ
〉
月
間
句
。
「
一
↓
-nm
〉
Z
U
T
O
F
R
J
「日
Z

〉宮間同

-E
ま
l
H
C
N
(
Z
m
w
印
)
一
一
松
山
・
前
掲
書
(
註

6
)

一
一
七

!
一
二
回
頁
。

(
9
)
保
健
福
祉
省

S
E
E
m
-
P
3
2
E
2
2『目白
2
5
自
己

Z
E
g
g

∞
町
『
〈
同
門
巾
日
)
ヨ
大
臣
官
房

(
O
B
2
0『
印
町
内
『
己
貸
可
)
・
公
衆
衛
生
局

(Eu--円
寄
白
一
号
∞
巾
『
〈
】
門
司
)
・
医
療
財
政
庁
(
出
(
U
H
Y
P
F山一号
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P
B
ヨ
ロ
山
口
円
吉
岡
〉
ι
ヨ
5
5
q目C
C
ロ
)
噌
社
会
保
障
庁
(
∞
∞

p

m
D
門
戸
釦
一
宮
内
ロ
ユ
弓
〉
門
E
5
2『三
5
ロ

)

一

児

童

家

庭

局

(
E
Eロ目印門『目
t
c
口町口『

(VEE『
g
自己

E
B
H
}
戸
命
的
)
・
高
齢
者
問
題

対
策
局

(
E
E
E旨
E
B
S
Z
E四)
白

(
叩
)
メ
デ
ィ
ケ
ア
関
係
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
医
療
財
政
庁
の
管
轄
下
に

あ
る
が
、
日
常
業
務
は
民
間
の
保
険
会
社
に
委
託
さ
れ
て
い
る
。

(日
)
H
M
O
E
E
5
ζ
白

E
g
E
2
o
a恒三
N
阻
止

o
p
健
康
維
持
組

織
)
。
詳
し
く
は
、
島
崎
・
前
掲
論
文
(
註
6
)

一
七
九
七
号
六
二

1
六
三
一
真
/
一
七
九
八
号
二
六
二
九
頁
、
松
山
・
前
掲
書
(
註
6
)

一
一
一
六
1

一
五
六
頁
、
厚
生
省
保
険
局
企
画
課
・
前
掲
書
(
註
3
)

二
六
O

l
二
六
三
頁
参
照
。
な
お
、
マ
ネ
l
ジ
ド
・
ケ
ア
に
は
、

患
者
に
よ
る
医
療
機
関
の
選
択
権
を
あ
る
程
度
認
め
た
、

P
P
0

9
5同町『『色
-40
〈広巾『

O
『岡山口
H
N

国C
C
口
)
と
い
う
形
態
も
出
現
し

て
い
る
。

(
ロ
)
目
J
2巴
と
さ
も
S
ロ
o
g
∞
・
巳

H
O
N
-
河】〈「

-z-gvさ
=
o
Z
ω
a
国円

ωめ
l

H

C

∞'

(
日
)
ソ

l
シ
ヤ
ル

H
M
O
(
ω
¥回
忌
0
・∞
0
2
巳
¥
Z
Z
P
F
玄
白

E
Z口出口
2

。「岡山口
-
s
t
o
p
社
会
・
健
康
維
持
組
織
)
。
会
費
を
支
払
っ
た
ソ

i

シ
ヤ
ル

H
M
O
加
入
者
は
、

H
M
O
と
同
様
の
急
性
疾
患
に
伴
、
っ

治
療
サ
ー
ビ
ス
に
加
え
て
、
慢
性
疾
患
に
対
す
る
治
療
も
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
。
四
つ
の
都
市
で
(
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
オ
レ
ゴ
ン

州
ポ

i
ト
ラ
ン
ド
、
ミ
ネ
ソ
タ
州
ミ
ネ
ア
ポ
リ
ス
、
お
よ
び
カ
リ

フ
ォ
ル
ニ
ア
州
ロ
ン
グ
ピ

l
チ
)
、
医
療
財
政
庁
と
地
元
の
医
療
機

関
ま
た
は

H
M
O
と
が
連
携
し
た
実
験
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
行
わ
れ

た
が
、
芳
し
い
成
果
は
挙
が
っ
て
い
な
い
。
ソ

l
シ
ヤ
ル

H
M
O

へ
の
加
入
者
が
予
相
心
外
に
少
な
か
っ
た
点
が
、
そ
の
理
由
の
一
つ

と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
初
日
〈
亡

Z
-
g
v
g
g
g
ω
'白
丹

市

w
m
w
H
(
)

∞

(
日
)
松
山
・
前
掲
童
百
(
註

6
)
一一一

l
二
五
真
。

(
日
)
訪
問
看
護
婦
協
会

2
2〉
・
〈

5
5
E
Z「印巾〉
E
0
2
5
0口)

(
日
)
高
橋
勇
悦
H
高
萩
盾
男
(
編
)
『
高
齢
化
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
社
会
』

(
弘
文
堂
、
一
九
九
六
年
)
一
六
一

l
一
六
六
頁
、
上
坂
昇
『
ア

メ
リ
カ
の
貧
困
と
不
平
等
』
(
明
石
書
広
、
一
九
九
三
年
)
一
五
一

l
一
七
九
十
貝
、
松
下
他
・
前
掲
書
(
註
3
)

一
一
一
一
九
|
一
四
八
頁
。

(
げ
)
退
職
者
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
(
河
∞
〈
匂
a

見
広
弓
包

∞巾ロ
5
-
1

〈。一己ロ片のめ同
1
Tコ
)
間
関
e
m
w
E
)

(
同
)
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
振
興
法

(ZE吉
田
-
g
ι
(
U
c
g自

5
5
ω
巾「三円巾

〉円円)'品
N
C
ω
(い
m
H
N
E
Z
C
3
4
)

渡
辺
由
美
子
「
米
国
に
お

け
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
振
興
法
」
厚
生
四
六
巻
三
号
(
一
九
九
一
年
)

七
六
|
七
八
頁
参
照
。

(
凶
)
一
九
九
三
年
の
時
点
で
は
、
ア
メ
リ
カ
人
の
半
数
以
上
が
何
ら

か
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
参
加
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
人
々
が

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
費
や
す
時
間
は
週
四
・
七
時
間
で
あ
り
、
上
昇

傾
向
に
あ
る
。
ま
た
、
高
齢
者
に
よ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
も
活
発
で

あ
り
、
六

O
歳
以
上
の
ア
メ
リ
カ
人
の
四
一
一
%
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

活
動
に
参
加
し
て
い
る
。
田
中
尚
輝
『
高
齢
化
時
代
の
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
』
(
岩
波
書
広
、
一
九
九
四
年
)
九
五
l
一
一
一
頁
、
松
下
他
・

北法48(3・112)314 



アメリカの高齢者ケアにおける社会保障と家族の役割(2)

前
掲
書
(
註
3
)

一
四
二
頁
。

(
却
)
一
九
六

0
年
代
以
前
の
ア
メ
リ
カ
公
的
扶
助
制
度
と
家
族
の
扶

養
義
務
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
第
一
章
、
特
に
第
二
節
1
お
よ

び

3
で
詳
し
く
検
討
し
た
。

(
幻
)
老
齢
扶
助
(
。
〉
〉
・

2
ι
l〉
同
巾
〉
凹
己
目

g
口
円
。
)
一
一
視
覚
障
害
者
扶

助
(
〉
∞
-
〉
E

S
門
Z
E
E
)
・
永
久
完
全
障
害
者
扶
助
(
〉
E

g

s
m
F『目白ロ
g
ξ
白
Z
E
E
-可
u
g
u
-
E
)
一
補
足
的
所
得
保
障

(ω
己
-
r
E
-
2
2
E
F
2
z
q
z
g
g
m
)
老
齢
扶
助
の
条
項
は
、

補
足
的
所
得
保
障
の
制
定
に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ
た
。
〉
え
え

0
2

ω
0
・]戸匂叶
N
-
H
U
E
σ
F
Z
0
・川町
N
E
。。
ω
・間
ω
ο
ω
(
国
)
-
∞
め
印
門
mw

円
円
品
∞
品

(
詑
)
社
会
保
障
法

(ωo三
回
二
巾

2
コ
ミ
〉
三
)
タ
イ
ト
ル

xw-cc

m
a
n
-
m
H
ω
∞]戸巾門回市内】

(]F
匂閉山品)

(
お
)
〉
2

0
同
〉
巴
四

HAH-Hmwω
印
-
n
F
・印
ω
「
間
同
町
門
的
巾
門
ア
品
。
∞

g
円。
NCa

『
与
さ

E
円
旦
国
片
品
N
C
ω
(い叩
ω

2
巾片山
Z
(
5
4
0
)

第
一
章
第

二
節
3
、
特
に
註
日
参
照
。

(
M
)
本
章
第
二
節
1

「
補
足
的
所
得
保
障
制
度
」
参
照
。

(
お
)
品
N

C
・
ω
〔
い
・
聞
に
お
か
(
戸
市
這
品
)
・
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
に
つ
い
て
は
、

序
章
、
註
日
に
て
詳
し
く
説
明
し
た
。

(
お
)
第
一
章
、
註
悦
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
幻
)
食
料
ス
タ
ン
プ
(
司
∞
-
明
。
。
ι
ω
C
B
匂)・

4
C
-
ω
e
n
出

N
O
-
-
z

∞2
・

(Emvs-
食
料
ク
ー
ポ
ン
は
、
食
料
購
入
の
際
に
現
金
と
同

様
に
使
え
る
も
の
で
あ
る
。

(お

)4z-M叩吋
M
o
g
-
m
m
M宮
S
P
U
F
Z
々
自
己
君
。
『
r

O
℃
宮
『
片
ロ
ロ
ミ

FER--E-cロ
〉
2

0
同
呂
ま
に
よ
っ
て
、
福
祉
改
革
が
行
わ
れ
た
。

〉
円
円
。
『
〉
=
m
N
N
'
H
m
w
m
u
h
r
M
W
口山口斥
ιz.HN.ω
叶
ωAH
・
]FC
品
司
・
「
ド
ω
ω
-

](]{()的門
mw斤

N
H
O
印。

(
却
)
老
齢
・
遺
族
・
障
害
保
険

(O〉∞
E
-
O
E
l
〉
雪
山
口
『
2
5
3
-

白ロハ]門
)
H
m
m
w
-
u

己目付〕『-口出口『白ロ円内山)一

A
N
C
ω

〔U

川町民件。戸市門田巾心

(]戸句。品)

(
却
)
内
国
蔵
人
法
典
(
【
買
い
-
F
R
E包
河
内
〈

g
z巾
わ
白
色
巾
)
・
合
衆
国
法

律
集
、

E
Z
E

(
訂
)
被
用
者
退
職
所
得
保
障
法

(E-∞
〉
ゆ
何
宮
古
一
ミ

2
F言
問
自
巾
ロ
[

-口円
C
B
巾
的
巾
円
巴
コ
々
〉
円
斤
)
一

N
匂
亡
印
。
(U-mHHAA
品(同市
V

匂叶)・

(
犯
)
退
職
者
医
療
保
障
制
度
は
一
九
五

0
年
代
か
ら
一
九
六

0
年
代

に
導
入
さ
れ
、
導
入
当
初
は
コ
ス
ト
的
に
も
小
さ
く
労
使
交
渉
に

お
い
て
も
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
後
、
退
職
者
医

療
保
障
制
度
に
要
す
る
コ
ス
ト
が
急
上
昇
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ

を
提
供
す
る
企
業
の
割
合
は
低
下
し
て
お
り
、
高
齢
者
の
不
安
を

高
め
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
早
期
退
職
者
を
対
象
と
す
る
団
体

医
療
保
険
は
、
似
に
保
険
料
を
退
職
者
が
全
額
負
担
す
る
場
合
で

あ
っ
て
も
、
例
人
医
療
保
険
よ
り
も
三
か
ら
四
割
安
い
保
険
料
で

加
入
で
き
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
早
期
退
職

者
の
医
療
リ
ス
ク
は
現
役
時
代
よ
り
も
高
い
た
め
、
保
険
料
が
高

く
な
っ
て
お
り
、
自
身
で
個
人
医
療
保
険
に
加
入
す
る
こ
と
は
難

し
い
。
ま
た
、
六
五
歳
以
上
の
退
職
者
が
元
の
雇
用
主
の
提
供
す

る
保
険
、
メ
デ
ィ
ギ
ャ
ッ
プ

(
Y
A
E
拓
国
℃
)
に
加
入
し
て
い
る
場

北法48(3・113)315 



研究ノート

合
が
多
い
の
は
、
処
方
薬
剤
費
な
ど
に
お
い
て
自
己
負
担
が
大
き

い
こ
と
に
も
よ
る
。
松
山
・
前
掲
書
(
註

6
)
一
一
一
一
|
二
三
、
四

八
1
五
五
頁
。

(
臼
)
序
章
、
註
日
に
て
詳
し
く
説
明
し
た
。

(引き

A
N
C
∞
の
・
申
同

ω匂印
2
2
A
(
同ゆ匂品)・

(
お
)
河
【
〈

E
z
e
gミ
白
白

O
Z
ω
・
巳
N
H
C
ω
ム
長
期
ケ
ア
保
険
が
求
め
ら

れ
て
い
る
背
景
に
つ
い
て
は
、
本
章
第
一
節
2

(
四
)
(
2
)
「
高

齢
者
ケ
ア
の
コ
ス
ト
」
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(
お
)
甲
己
・
〉
〉
同

oz-
、H
，国何

2
0回
「
開
玄
↓
国
〉
↓
宅
。

Z
4
。
。
〉
者
〉
吋

N
ω
N
l
ω
ω
(
H
m
x
x
u
-
H》
〉
↓

Eha
室
、
言
ロ
C
Z
∞
-
M
W

円
句
。

H
C
C
メ
デ
ィ

ケ
イ
ド
自
体
の
改
革
も
、
検
討
さ
れ
て
い
る
o
E
巳
N
C
ω
C
ψ

(
幻
)
ナ

l
シ
ン
グ
・
ホ
l
ム
の
滞
在
費
、
在
宅
ケ
ア
、
デ
イ
ケ
ア
・

セ
ン
タ
ー
な
ど
の
費
用
が
給
付
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
特
に
メ
デ

ィ
ケ
ア
が
対
象
外
と
し
て
い
る
、
日
常
生
活
補
助
サ
ー
ビ
ス
の
費

用
な
ど
を
補
う
役
割
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

(
お
)
守
〉
↓
巴

i
E
h
v
S
ロ
O丹
市
∞
・
白
片
句
。

l
H
C
C
一
宮
〈
巳
z-
包
も
さ
ロ
C
Z
ω
a
巳

印。te
∞ω

(
拘
)
長
期
ケ
ア
を
対
象
と
し
た
保
険
は
、
保
険
金
を
支
払
う
確
率
の

高
さ
、
近
い
将
来
長
期
ケ
ア
を
利
用
す
る
高
齢
者
の
み
の
加
入
、

サ
ー
ビ
ス
利
用
動
向
の
不
透
明
性
、
高
齢
者
に
よ
る
必
要
以
上
の

ケ
ア
・
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
、
高
齢
者
の
寿
命
の
伸
び
な
ど
と
い
っ

た
り
ス
ク
を
か
か
え
て
お
り
、
保
険
商
品
と
し
て
は
不
確
実
す
ぎ

る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
保
険
業
界
は
厳
し
い
加
入
制
限
を

設
け
、
す
で
に
慢
性
疾
患
な
い
し
は
何
ら
か
の
身
体
障
害
を
も
っ

者
の
保
険
加
入
に
否
定
的
で
あ
る
。
さ
ら
に
保
険
の
掛
け
金
も
、

高
額
に
な
っ
て
い
る
。
六
七
歳
の
人
が
加
入
す
る
場
合
の
保
険
料
は
、

年
間
二
五

0
0
ド
ル
に
も
な
り
、
こ
れ
を
負
担
し
う
る
資
力
を
も

っ
高
齢
者
は
一
O
%
l
二
O
%
の
み
で
あ
る
。
そ
の
他
多
く
の
保

険
商
品
が
、
イ
ン
フ
レ
を
考
慮
し
て
い
な
い
閤
定
し
た
保
険
金
を

設
定
し
、
ま
た
保
険
金
の
支
払
い
期
間
を
比
較
的
短
期
に
限
定
し

て
い
る
こ
と
も
、
保
険
へ
の
加
入
を
妨
げ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、

高
齢
者
の
う
ち
民
間
の
長
期
ケ
ア
保
険
に
加
入
し
て
い
る
者
は
、

四
%
1
五
%
に
す
ぎ
な
い
。
松
山
・
前
掲
書
(
註

6
)

一
一
九
|

一
二

O
頁。

(
刊
)
企
業
は
一
度
に
多
く
の
加
入
者
を
集
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
民

間
長
期
ケ
ア
保
険
の
開
発
を
促
し
て
い
る
。
企
業
を
対
象
と
し
た

保
険
商
品
に
は
、
従
業
員
お
よ
び
そ
の
配
偶
者
、
退
職
者
お
よ
び

そ
の
配
偶
者
、
さ
ら
に
は
従
業
員
の
両
親
ま
で
カ
バ
ー
し
て
い
る

も
の
も
あ
る
。

(
引
)
目
出
】
〈
「
一

z
'
S可
否
ロ
O
R
ω
唱
え

H

。Hl小
川
戸

(
位
)
高
齢
ア
メ
リ
カ
人
法

(
O
E
R
〉
ヨ
ミ
月
自
由
〉
円
円
)
'
A
N
d
-
m
n
叩

ω

。N
ω
(
早
川
当
)
-
こ
れ
に
よ
り
、
保
健
福
祉
省
内
に
高
齢
者
問
題

対
策
局
が
設
置
さ
れ
た
。
高
齢
者
問
題
対
策
局
は
、
州
政
府
の
高

齢
者
問
題
対
策
課
と
協
力
し
て
、
高
齢
者
の
抱
え
る
問
題
の
解
決

に
臨
ん
で
い
る
。

(
必
)
高
齢
ア
メ
リ
カ
人
法
は
、
在
宅
ケ
ア
の
た
め
の
食
事
の
宅
配
、

北法48(3・114)316 



ナ
l
シ
ン
グ
・
ホ

l
ム
と
い
っ
た
施
設
滞
在
者
に
対
す
る
オ
ン
ブ

ズ
マ
ン
・
サ
ー
ビ
ス
な
ど
、
広
範
囲
の
、
自
宅
あ
る
い
は
地
域
社

会
を
基
盤
と
し
た
長
期
ケ
ア
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
提
供
し
て
い
る
。
同

法
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
る
こ
う
し
た
サ
ー
ビ
ス
は
、
高
齢
者
の
地

域
社
会
で
の
生
活
の
向
上
に
は
寄
与
し
た
が
、
予
算
の
配
分
が
少

な
い
た
め
、
長
期
ケ
ア
問
題
の
解
決
に
ど
こ
ま
で
貢
献
で
き
る
か

定
か
で
は
な
い
と
の
評
価
が
あ
る
。
松
下
他
・
前
掲
書
(
註

3
)

八
五
頁
。

(
制
)
社
会
福
祉
サ
ー
ビ
ス
一
括
補
助
金
制
度

(ω
∞
切
の

-
F
2巳
ω巾『
I

三円巾
M
E
o
n
r
c
『
百
円
)
こ
の
制
度
で
は
、
ホ
1

ム
・
ヘ
ル
ス
・
エ

イ
ド
(
註
日
)
な
ど
に
よ
る
身
の
回
り
の
世
話
、
高
齢
者
用
デ
イ

ケ
ア
・
セ
ン
タ
ー
、
食
事
の
宅
配
な
ど
、
各
種
在
宅
ケ
ア
サ
ー
ビ

ス
へ
の
補
助
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

(
羽
)
一
括
補
助
金
制
度
で
は
、
補
助
金
の
使
途
に
つ
い
て
の
基
準
が

緩
い
こ
と
か
ら
、
各
種
の
対
象
者
に
対
し
て
、
各
州
の
裁
旦
一
旦
で
数

多
く
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
、

子
供
、
高
齢
者
お
よ
び
身
体
障
害
者
間
で
の
補
助
金
の
配
分
を
め

ぐ
る
競
争
が
激
し
い
。
子
供
に
対
す
る
補
助
が
最
も
多
く
、
高
齢

者
を
対
象
に
し
た
サ
ー
ビ
ス
の
割
合
は
、
全
体
の
二

O
%程
度
と

な
っ
て
い
る
。
松
下
他
・
前
掲
書
(
註

3
)
八
三
頁
。

(
剖
)
一
九
八
一
年
包
括
予
算
調
整
法
(
。
∞

-2・
↓

r
oヨロ
5
5

ロE
島
岡
市
門
河
町
円
。
ロ
円
F

Z

白

t
c
ロ
〉
円
門
。
四
回
市
町
∞
]
F
)

(
幻
)
長
期
ケ
ア
一
括
補
助
金
が
検
討
さ
れ
て
お
り
、

アメリカの高齢者ケアにおける社会保障と家族の役割(2)

例
え
ば
、

長
期

ケ
ア
の
財
源
と
な
っ
て
い
る
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
、
社
会
福
祉
サ
ー
ビ

ス
一
括
補
助
金
、
お
よ
び
高
齢
ア
メ
リ
カ
人
法
タ
イ
ト
ル
固
を
統

括
し
、
各
州
に
一
定
金
額
を
分
配
す
る
一
括
補
助
金
制
度
な
ど
が

提
案
さ
れ
て
い
る
。
見
【
〈
E
z
e
s
v
s
E
Z
ω
唱
え

E
H
め

N
一
社
会
保

障
研
究
所
・
前
掲
書
(
註

3
)
五
一
|
五
七
頁
。

(
時
)
閉
山
【
〈
「
戸
言
、
言
ロ
C
Z
ω
・
巳

5
C
N
O
N
・
三
宮
紀
敬
「
ア
メ
リ
カ

の
在
宅
介
護
と
女
性
(
そ
の
三
・
完

)
l
下
院
・
高
齢
化
特
別
委

員
会
八
八
年
報
告
書

l
」
静
岡
大
学
法
経
研
究
四
三
巻
三
号
(
一

九
九
四
年
)
一
ム
ハ
九
|
一
七
八
頁
、
ま
た
は
松
下
他
・
前
掲
書
(
註

3
)
が
4

許
し
い
。

(
刊
)
メ
デ
ィ
ケ
ア
が
在
宅
サ
ー
ビ
ス
に
対
し
て
も
部
分
的
な
が
ら
給

付
を
行
う
た
め
、
メ
デ
ィ
ケ
ア
の
取
扱
機
関
と
な
る
供
給
主
体
が

急
増
し
て
い
る
。

(
叩
)
冨
ν
印司自】「
O
凹唱巾円円】〈市

E
可
呂
町
口
門
的
可
山
門
巾
ヨ
メ
デ
ィ
ケ
ア
に
お
け
る

医
療
費
の
補
助
を
、
病
気
の
症
状
別
に
前
も
っ
て
見
積
も
ら
れ
た

一
定
の
金
額
し
か
支
払
わ
な
い
方
式
。

(
日
)
在
宅
ケ
ア
・
サ
ー
ビ
ス
は
、
医
師
、
看
護
婦
、
ホ

l
ム
・
ヘ
ル
ス
・

エ
イ
ド
、
ホ

1
ム
・
メ
ー
カ
ー
、
ソ
シ
ア
ル
・
ワ
!
カ
!
、
物
理

療
法
士
、
作
業
療
法
士
、
薬
剤
師
、
ま
た
は
言
語
療
法
士
に
よ
っ

て
支
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
そ
れ
ぞ
れ
が
提
供
す
る
サ
ー
ビ

ス
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

ホ
ー
ム
・
へ
ル
ス
・
エ
イ
ド
は
、
看
護
婦
の
助
手
的
存
在
で
あ
る
。

患
者
の
身
の
回
り
の
世
話
(
着
替
え
、
入
浴
、
散
歩
、
簡
単
な
家
事
、

~I: ì去48(3 ・ 115)317 



研究ノート

経
口
薬
品
の
投
与
な
ど
)
を
行
う
。
ホ
ー
ム
・
メ
ー
カ
ー
は
、
患

者
の
自
宅
を
管
理
す
る
役
割
を
担
う
。
簡
単
な
家
事
お
よ
び
買
い

物
を
行
い
、
話
相
手
に
も
な
る
。
ソ
シ
ア
ル
・
ワ

l
カ
l
は
、
患

者
お
よ
び
そ
の
家
族
の
健
康
衛
生
、
家
計
管
理
、
将
来
計
画
、
個

人
的
な
悩
み
ご
と
な
ど
に
関
し
て
相
談
に
の
る
と
い
っ
た
形
で
、

さ
ま
ざ
ま
な
問
題
に
対
処
す
る
た
め
の
支
援
を
行
っ
て
い
る
。
患

者
の
た
め
に
な
る
よ
う
な
、
地
域
の
社
会
活
動
お
よ
ぴ
行
事
へ
の

参
加
を
指
導
し
た
り
も
す
る
。

(
臼
)
最
近
は
、
医
療
介
護
の
み
な
ら
ず
、
日
常
生
活
に
対
す
る
補
助
(
カ

ス
ト
デ
ィ
ア
ル
・
ケ
ア
)
の
重
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
連
邦

議
会
の
中
で
も
、
カ
ス
ト
デ
ィ
ア
ル
・
ケ
ア
に
対
し
て
も
メ
デ
イ

ケ
ア
お
よ
び
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
を
適
用
す
る
よ
う
主
張
さ
れ
て
い
る
。

(
臼
)
序
章
、
註
ロ
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
日
)
低
所
得
者
の
た
め
の
集
合
住
宅
は
、
高
齢
者
お
よ
び
若
年
障
害

者
が
、
地
域
の
な
か
で
自
立
し
な
が
ら
共
に
生
活
す
る
場
と
な
っ

て
い
る
。
入
居
者
は
、
必
要
に
応
じ
て
移
送
、
ケ
ア
、
洗
濯
、
給
食
、

訪
問
看
護
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
は
、

居
住
者
が
所
得
の
三
割
を
住
民
費
と
し
て
負
担
し
、
残
り
を
連
邦

政
府
が
補
助
し
て
い
る
。

(
日
)
高
齢
者
長
期
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
住
宅
は
、
住
民
の
自
立
お
よ
び
主

体
性
を
基
盤
と
し
た
、
総
合
的
な
長
期
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
確
立
を

目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
施
設
ケ
ア
へ
の
依
存

を
回
避
す
べ
く
様
々
な
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で

の
経
費
は
、
入
肘
者
か
ら
の
家
賃
、
政
府
(
連
邦
、
州
、
ヵ
ウ
ン

テ
ィ
お
よ
び
市
)
か
ら
の
援
助
、
必
善
団
体
か
ら
の
寄
付
、
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
バ
ザ
!
な
と
か
ら
賄
わ
れ
て
い
る
。

(
回
)
退
職
有
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
は
、
広
大
な
敷
地
に
建
て
ら
れ
た
住

宅
が
、
全
体
と
し
て
一
つ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
な
し
て
い
る
。
経

営
管
理
は
多
く
の
場
合
非
常
利
組
織
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
お
り
、

ケ
ア
看
護
サ
ー
ビ
ス
を
合
む
各
種
サ
ー
ビ
ス
が
備
え
ら
れ
て
い
る
。

入
肘
者
は
長
期
契
約
を
結
び
、
入
会
金
お
よ
び
毎
月
の
会
費
を
収

め
て
お
り
、
行
政
は
消
費
者
保
護
の
立
場
か
ら
関
与
し
て
い
る
程

度
で
あ
る
。

(
訂
)
継
続
介
護
型
退
職
者
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

(
n
h同

P
P
5
5口
同

〔
い
白
『
巾
河
内
庁
戸
「
巾
間
同
巾

E
h
G
E
E
S
-
夕
、
)
で
は
、
看
護
サ
ー
ビ
ス
を
含
む

幅
広
い
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
は
い
え
看
護
費

用
の
保
障
程
度
は
契
約
内
符
に
よ
り
呉
な
る
。
ま
た
、
高
価
な
入

会
金
を
支
払
っ
た
後
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
出
る
場
合
の
問
題
、
医

療
費
の
高
騰
に
よ
る
倒
2

屈
な
ど
が
危
ぶ
ま
れ
て
い
る
。

-
C
〈「
-za

h
ど
も

3
N
ロC
宏司

ωemw
汁∞
ω
ω
印

(
回
)
共
用
住
宅
と
は
、
子
が
独
立
し
た
後
の
一
軒
家
の
持
ち
主
な
ど
が
、

住
宅
難
の
学
生
お
よ
び
市
民
に
住
居
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
の
よ
う
に
、
「
高
齢
者
住
宅
選
択
プ
ロ
グ
ラ
ム
」

に
よ
っ
て
、
州
が
共
用
住
宅
の
普
及
を
推
進
す
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。

(

叩

)

百

三

」

戸

言

、

言

ロ
O
斥

ω・
出
門

H
叶

mγ
∞
。
-
〉
『
一

5
凹
除
守
{
円
〉
ロ
一
巾
〕
〉

吋
百
呂
、
R
E
S
-
~同
町
、
。
¥
可
ミ
ミ
礼
町
、
ぬ
い
て
室
内

2
2
」、。司、可
E
S
H守

n
a
z
h
H
3
w
p
h

北i去48(3・116)318 



アメリカの高齢者ケアにおける社会保障と家族の役割2)

Nω

の何回
o
z
↓0
5。
-2，
ω
C
0・
ω
c
c
l
gめ
(
呂
∞
ω)
・
一
二
富
・
前
掲
論

文
(
註
同
日
)
一
七
四
l
一
七
六
頁
参
照
。

(
印
)
内
国
歳
入
法
典
N

め
己
的
(
U

官
巴

(
臼
)
児
童
お
よ
び
被
扶
養
者
の
ケ
ア
に
関
す
る
税
額
控
除

(hzz

白
ロ
仏
口
市
宮
市
E
m
E
P
Z
叶
E
P
E
F門
)
一
内
国
歳
入
法
典

Nめ
と
∞
-n・

抑

N
H
・

(
臼
)
子
供
お
よ
び
老
親
な
ど
ケ
ア
を
必
要
と
す
る
被
扶
養
者
を
も
っ

家
族
が
、
収
入
を
目
的
と
し
て
家
庭
の
外
で
働
く
た
め
に
保
育
ま

た
は
介
護
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
場
合
、
二
、
四

0
0
ド
ル

(
ケ
ア
の
必
要
な
被
扶
養
者
が
一
人
の
場
合
)
を
上
限
と
し
て
、
そ

の
費
用
の
三

O
%
ま
で
を
税
額
の
計
算
に
あ
た
っ
て
控
除
で
き
る
。

(臼
)
Z
「
「
-z
∞R
-
m・
ζ
・
穴
巴
の
国
何
回
戸
「
∞
児
cm-zo当
月
N
h
v
m
開

E
C
E
z
u
a
者
〉
の
何
回
明
。
問

P
目

-zc
・。
o
Z
T易
豆
の

-
J
7
2
2
n
〉同何

o-り
叶
回
開
何
「
ロ
何
回
「
J

円∞
N
(
]
戸市山市山
N
)

(臼
)
E
R
吋N
O

ペ
ン
シ
ル
ベ
ニ
ア
州
の
介
護
手
当
制
度
に
つ
い
て
、

小
石
惰
子
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
家
族
問
の
責
任

l
高
齢
者
介
護

の
問
題
を
中
心
と
し
て

l
」
杏
林
社
会
科
学
研
究
、
社
会
科
学
部

創
設
一

O
周
年
記
念
号
(
通
巻
二
一
号
)
二
九
九
五
年
)
三
一
一
一
一

一
一
一
一
五
頁
参
照
。

(
侃
)
退
役
軍
人
管
理
省
志
向
宮
「
吉
町
三
え
〈
2
2
2出〉

5
5
)

(
前
)
こ
の
他
、
情
報
の
提
供
お
よ
び
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
な
と
に
つ
い
て
、

菅
野
淑
子
「
ア
メ
リ
カ
の
介
護
休
業
制
度
」
(
財
)
婦
人
少
年
協
会

『
諸
外
国
に
お
け
る
介
護
・
看
護
休
暇
制
度
』
(
一
九
九
五
年
)
一

六
八
1

一
七

O
頁
が
詳
し
い
。

(
肝
)
家
族
お
よ
び
医
療
休
暇
法
(
吋
玄
「
〉
4

司
田
空
々
自
門
戸
室
内
ι克
己

円
、
巾
宮
内
〉
円
円
)
に
つ
い
て
は
、
前
掲
論
文
・
菅
野
(
註
侃
)
一
五
九

頁
以
下
、
お
よ
び
前
掲
論
文
・
小
石
(
註
臼
)
一
一
一
一
一
|
一
一
二
三

頁
参
照
。

(
伺
)
住
宅
担
保
貸
付
制
度

(Zogこ
山
宮
-
々
の
S
5
3
5ロ日)・

3
〈「
2
・

=ミQ
ロ
D
Z
ω
e
山
片
足
ωム
印
我
が
国
の
武
蔵
野
方
式
と
も
似
て
い

る。
(ω)
吉
〈
己

zahH拘
可
否
ロ

o
g
ω
-
m
w門
戸

Nω
一

』

出

∞

n
E」「
N-
↓Z
開
開
口

00

202-nmOHリ〉の
-zcω
叶
(
品
門
町
内
巳
]
{
ゆ
∞
∞
)

(
叩
)
高
齢
者
自
ら
の
所
得
確
保
で
あ
る
こ
の
制
度
は
、
政
府
か
ら
も

推
進
さ
れ
、
抵
当
に
関
す
る
保
険
制
度
の
導
入
、
お
よ
び
抵
当
証

券
の
引
き
受
け
が
連
邦
の
機
関
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。
と
は

い
え
、
家
に
価
値
を
お
く
ア
メ
リ
カ
で
は
、
そ
れ
を
担
保
に
す
る

こ
と
自
体
に
不
安
を
抱
く
高
齢
者
も
あ
る
。
他
方
金
融
機
関
も
、

高
齢
者
の
寿
命
が
予
測
で
き
ず
、
不
動
産
の
価
値
が
低
下
す
る
可

能
性
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
制
度
に
対
し
て
慎
重
な
姿
勢
を
示

し
て
い
る
。
し
か
し
住
宅
担
保
貸
付
制
度
は
、
貧
し
く
と
も
持
家

が
あ
れ
ば
参
加
で
き
る
と
い
う
利
点
を
持
っ
て
お
り
、
そ
の
利
用

増
が
見
込
ま
れ
て
い
る
。

-N『
t
z
z・
2
も
さ
口
D
Z
ω
a
即門

Z
7
2・松

下
他
・
前
掲
童
百
(
註
3
)
九
五
百
只
。

(
れ
)
例
人
医
療
口
座
(
日
E
E
E包
玄
E

E
一
K
S
E
C
-
個
人
退
職

口
座

(
}
E
Z
E
E
-
見
巾
言
巾
g
g門〉
nnGEE)
・初日〈巳
z-
富市
s
g
z
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研究ノ ト

ω
唱え
H
3
6
N
M
-

松
下
他
・
前
掲
書
(
註

3
)
九
七
頁
。

(η)
以
下
で
は
主
に
次
の
二
つ
の
文
献
を
参
照
し
、
諸
統
計
か
ら
、

ア
メ
リ
カ
の
高
齢
者
の
生
活
像
、
な
ら
び
に
高
齢
者
ケ
ア
の
費
用

お
よ
び
人
的
負
担
の
担
い
手
を
探
っ
て
い
る
。

(
1
)
、冒何

回)何
EV開
閉
め
O
玄
玄

am-cze
戸
」

ω・
∞
弓
〉
問
、
コ
印
〉
z
n
o
z
z
a
m
-
o
z
c
z

n
o
z
E己山
Z開
zm-
〈
何
回
目
〉
戸
、
H
，

Z
(
U〉
問
問
-
〉

(U〉
「
戸
司
O
同
〉
【
い
叶
日
cz-

E
ロMw-

河
巾
唱
。
ュ
-
(
1

向山同開。
cコ
〈
何
印
C
Z
Z
〉
河
ペ
)
(
同
双
山
。
)

[『巾『
2
5
P内
「
門
吉
品
目
的
司
自
司
何
回
]
こ
れ
は
、
メ
デ
ィ
ケ
ア
高
額
医

療
費
保
障
法
に
よ
り
成
立
し
た
総
括
医
療
問
題
審
議
会
、
通
称
ペ

ツ
パ

l
委
員
会
の
最
終
報
告
書
で
あ
る
。

(
2
)
総
務
庁
長
官
官
房

老
人
対
策
室
(
編
)
『
老
人
の
生
活
と
意
識
第
3
回
国
際
比
較

調
査
結
果
報
告
書
』
(
中
央
法
規
、
一
九
九
二
年
)
。
こ
の
調
査

は
、
国
際
的
視
野
に
お
い
て
高
齢
者
の
生
活
意
識
を
的
確
に
把
握

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
昭
和
五
六
年
、
六
一
年
お
よ
び
平
成

二
年
に
そ
れ
ぞ
れ
実
施
さ
れ
た
。
調
査
対
象
国
は
、
ア
メ
リ
カ
、

イ
ギ
リ
ス
、
ド
イ
ツ
、
韓
国
お
よ
び
日
本
で
、
調
査
対
象
者
は
六

O
歳
以
上
の
施
設
入
所
者
を
除
く
男
女
で
あ
り
、
各
国
と
も
調
査

員
に
よ
る
個
別
面
接
調
査
を
通
じ
て
一

0
0
0例
を
集
め
る
こ
と

を
原
則
と
し
て
実
施
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
日
本
が
主
体
と
な
っ

て
行
っ
た
調
査
の
結
果
だ
が
、
ア
メ
リ
カ
の
諸
文
献
に
お
い
て
も
、

こ
の
調
査
の
結
果
と
ほ
ぼ
同
様
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、

出
血
自
O
ロ
h
v

∞一回巾印
N

ロ
q
-
E
-
s
-
勾
偽
名
喜
朗
札
乞
芝
、
町
も
ぬ
円
宮
町
村
富
師

、曲芸
2
-
h
h
R
H
N
h
N
h
n
pご
且

O
丘
町
司
、
白
書
噌
之
、
E
3
4
仏
印
』
の
何
問
。
z
↓。「・

Z
ω
-
H
-
C
(
]
戸市山市山
C
)

(
ロ
)
具
体
的
に
は
、
日
常
生
活
に
お
け
る
介
助
を
必
要
と
す
る
者
の

数
が
、
一
九
九

O
年
に
は
七
一

O
万
人
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、

二

O
三

O
年
に
は
一
三
八

O
万
人
と
、
約
二
倍
に
な
る
と
予
測
さ

れ
て
い
る
。
さ
ら
に
ナ

l
シ
ン
グ
・
ホ
ー
ム
の
利
用
者
数
は
、
一

九
九

O
年
に
は
一
五

O
万
人
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
二

O
二一

O

年
に
は
、
そ
の
約
一
二
・
五
倍
の
五
三

O
万
人
に
な
る
と
推
定
さ
れ
て

い
る
o

旬開
Z
V
E
F
N
E
V
S
ロ
C
Z
斗

N
-

巳
H
K

ア
司
括
己
『
巾
印

Z
Z
ロヨ
σ巾『
O
『

何一己
2
-
一可
Z
巾
巾
巳
百
四
円
。
=
四
|
斗
巾
『
包
わ
mw
『ク]{匂市山
C

田口巳
N
O
ω
0
.. 

(
九
)
全
国
社
会
福
祉
協
議
会
・
前
掲
書
(
註

6
)
七
六
頁
(
己
・
ω・

r
E
F
5∞ヲ
C
-
ω
Z
2
2
0日目山内℃「
3
8
g門戸
〈

3
・
5
∞
ψ
)
・
現
在

ア
メ
リ
カ
で
盛
ん
に
議
論
さ
れ
て
い
る
医
療
費
高
騰
の
問
題
に
つ

い
て
は
、
高
齢
化
が
主
な
要
因
で
は
な
い
と
の
反
対
意
見
も
あ
る
。

松
山
・
前
掲
書
(
註

6
)
四
O
頁。

(
百
)
前
掲
ペ
ッ
パ

l
委
員
会
の
最
終
報
告
害

(
2
3
E
)
も
、
長
期

ケ
ア
問
題
の
打
開
策
を
探
っ
た
も
の
で
あ
る
。

(
花
)
こ
の
他
ア
メ
リ
カ
の
高
齢
者
に
関
し
て
議
論
さ
れ
て
い
る
法
的

問
題
を
全
体
的
に
見
る
と
、
高
齢
者
の
虐
待
、
相
続
な
ど
と
も
関

連
す
る
そ
の
財
産
管
理
、
成
年
後
見
制
度
、
高
齢
者
の
司
法
へ
の

ア
ク
セ
ス
な
ど
が
あ
る
。
可
児
句
(
)
者
何
回
出
除
問
'}P-Zの何
Z
m
E↓
z

m
【
「
〉
c-Z
の
〉
2
0

↓Z開
「
〉
4
7
F
C
C
同
]
z
c
-
z
叶O
叶
国
間

Z
何)〈↓

(い同
Z
↓
ロ
ヨ
(
呂
∞
匂
)
が
、
高
齢
者
に
関
す
る
基
本
的
問
題
全
般
に

つ
い
て
、
現
状
分
析
に
基
づ
い
た
、
実
証
的
な
研
究
を
行
っ
て
い
る
。
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アメリカの高齢者ケアにおける社会保障と家族の役割(2)

(
立
総
務
庁
長
官
官
房
乏
人
対
策
室
・
前
掲
書
(
設

η)
六
九
頁
、

表
「
家
族
類
型
の
分
布
」
参
照
。

(
沌
)
同
書
九
六
頁
、
表
「
別
居
子
と
の
接
触
頻
度
」
参
照
。

(
河
)
同
書
九
五
頁
、
表
「
一
番
近
く
に
住
む
別
居
子
ま
で
の
所
要
時
間
」

参
照
。

(
別
)
同
書
一

O
一
一
頁
、
表
「
老
後
に
お
け
る
家
族
(
子
や
孫
)
と
の

つ
き
あ
い
方
」
参
照
。

(
剖
)
同
書
一
一

O
頁
、
表
「
心
配
事
や
悩
み
事
が
で
き
た
と
き
、
相

談
に
の
っ
て
く
れ
る
人
」
、
一

O
七
頁
表
寸
仮
に
病
気
で
寝
込
ん
だ

と
き
、
お
世
話
し
て
く
れ
る
人
」
、
お
よ
び
一
一
三
頁
表
「
経
済
的

に
困
っ
た
と
き
、
援
助
し
て
く
れ
る
人
」
参
照
。

(
位
)
同
室
百
二

O
八
頁
、
表
「
国
別
に
見
た
老
後
の
生
活
費
に
対
す
る

考
え
方
」
参
照
。

(
回
)
胃
耳
目
・
宮
司
自
3
5
Z
4
N
唱
曲
円
。
N
・

2
空
2
ω
I
N
-
-
河
巾
凹
広
2
2

。
同
司
巾
c
u
r
z
m
m
M
(
出
=
同
「
ロ
ロ
同
I

町、吋2・自の出『
A

九
〆

(
山
田

)
5
・
三
∞
戸
百
四
巳
「
巾
ω
1め
E

∞
。
=
『
門
市
C
『
E
C
自
巾

h
白『巾∞巾「〈同市町出

向
。
「
円
F
m
m虫、
24-可円)回目白豆町
ι
開-己目「}可旬。℃=-白門-cpHmv∞mwz.

(
部
)
E
・
巳

3
・
』
印
}
内
田
〉
玄
何
回
・
雪
国
O
(
リ
〉
同
開
山
吉
田
叶
日
開

E
開閉「ペ

明
，
。
司
冨
〉
「
〉
2
0
-
z
司
O
間
三
〉
「
印
己
主
ν

。
問
、
『
印
印
斗
C
(
]
F
m
v
ψ
H
)
一

C

印

∞何日
ι
〉
↓
何
ω
Z
W
{
U
-
〉
「
ゎ
。
玄
玄
-
4
4
何
回
い
O
Z

〉
c
-
2
0
・
〉
の
日
Z
の
〉
z
g
z
n
〉
一

JZ開
z
c
m
〉
Z
U
3
N
O
』何〔リコ。
Z
的
(
同
ゆ
∞
m
w
)
一
見
一
〈
「
-
z
e
E
可
否
ロ
o
g
u
'

M
Z
印
・
吉
田
邦
彦
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
老
人
医
療
(
長
期
ケ
ア
)

と
家
族
責
任
(
老
親
扶
養
)
」
石
川
他
・
前
掲
書
(
註
3
)
二
一
八
一

頁
、
小
石
佑
子
「
ア
メ
リ
カ
」
老
人
介
護
と
相
続
法
理
研
究
会
(
一

九
九
三
年
)
・
前
掲
書
(
註
3
)
一
七

O
頁
、
松
下
他
・
前
掲
量
一
目
(
註

3
)
一
一
一
八
頁
、
全
国
社
会
福
祉
協
議
会
・
前
掲
書
(
註
6
)
八

九
百
円
。
特
に
、
三
宮
田
紀
敬
「
ア
メ
リ
カ
の
在
宅
介
護
と
女
性
(
そ

の
こ
|
下
院
・
高
齢
化
特
別
委
員
会
八
八
年
報
告
書
」
静
岡

大
学
法
経
研
究
四
三
巻
二
号
二
九
九
四
年
)
一

O
一
頁
以
下
参
照
。

こ
の
論
文
は
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
介
護
に
つ
い
て
の
次
の
報
告

書
の
翻
訳
で
あ
り
、
高
齢
者
介
護
が
在
宅
で
女
性
に
よ
っ
て
担
わ

れ
て
い
る
様
子
が
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
何
阿
古
}
C
巳
山
口
間
門
町
巾

ヨ
三
宮
印
一
円
m
w
『
町
四
戸
〈
百
四
日
ロ
〉
呂
巾
『
H
n
p
即
日
Z
【ぜ

σ
可
門
古
市
山
口
σ
円cgBH円宮町

。
=
同
=
ヨ
白
=
凶
巾
『
〈
呂
町
凶

O

『
円
『
巾
的
巾
}
巾
円
円
(
U
C
ヨ
百
戸
円
円
2
0
=
〉
包
口
問
-

z
c
z
出
巾
C
『
河
司
自
)
『
町
M
w
m
H
込
町
民
同
〈
巾
出
e
的
町
内
C
ロ
込
山
巾
印
∞
-
c
p
〉
=
伺
巴
山
門
同
∞
∞
∞
-

n
c
E
E
司
己
げ
Z
C
H
A
)
C
⑦
⑦
印
(
戸
市
以
∞
∞
)

(
部
)
旬
開
写
何
回
-
認
可
白
口
。
Z
4
N
-
R
2
・
百
四
E
Z
ω
1
4
「
地
域
在
住
の

要
介
護
高
齢
者
を
誰
が
私
的
に
ケ
ア
し
て
い
る
か
」
。
妻
一
三
%
、

娘
二
四
%
、
そ
し
て
他
の
女
性
が
二
六
%
と
い
な
っ
て
い
る
。

(
訂
)
総
務
庁
長
官
官
房
老
人
対
策
室
・
前
掲
書
(
註

η)
五
四
頁
、

表
「
老
後
生
活
の
収
入
源
」
参
照
。

(
回
)
句
何
日
4
2
F
包
も
さ
口
C
Z
4
N
・
出
丹
市
V

一
Y
E
h
E
『
町
ω
品
Z

司2-)}町Z町内
b
'

戸
口
問
「
C
口
同
↓
。
『
ヨ
(
い
同
『
巾
田
口
品
開
凶
℃
め
ロ
ι
一
円
C
司
巾
凶
向
。
『
「
O
口同14ゆベヨ

(い即『巾

'
Z
句
一
同
門
町
三
河
内
包
己
巾
=
円
ぺ
長
期
ケ
ア
の
費
用
と
し
て
は
、

ナ

l
シ
ン
グ
・
ホ
ー
ム
お
よ
び
在
宅
ケ
ア
の
コ
ス
ト
が
計
算
さ
れ

て
い
る
。
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研究ノート

(関

)
E
国

片

岡

戸

(
的
)
富
民

H
C
N
司
出
向
ロ
完

ω
l
∞
「
三

0
0
0
ド
ル
以
上
の
自
己
負
担

を
し
た
高
齢
者
が
支
払
っ
た
、
医
療
費
お
よ
び
長
期
ケ
ア
費
の
支

出
先
」
。

(

引

)

【

与

え

匂

印

4
3岡
己
『
巾

ω
印

z
m
o
E『
門
町
田

O
同
匂
即
日
「
自

2
再

『

己

『

Z
己
『
∞

5
四

E
C
E
m
n白
門
戸
]
戸
市
V

∞∞
3
.

(児

)
E
-
巳

5
0
0品
序
章

1

(
二
)
「
ア
メ
リ
カ
家
族
責
任
法
に
お

け
る
家
族
の
役
割
」
参
照
。
宮
崎
尚
「
ア
メ
リ
カ
の
高
齢
者
介
護

政
策
の
動
向
」
海
外
社
会
保
障
情
報
九
四
号
二
九
九
一
年
)
一

二
頁
。

(問

)
E
s
p
h
F
H
H民
主
ミ
均
忌
」
守
可
、
止
を
勾
S
B
z
h
H守
主
守
ト
ロ

Nhh
凡
苫

ミ
ミ
ミ
認
め
。
門
ミ
ミ
-

N
合
同
り
〉
宮
戸

-
C
E印・
5
め(早川山
N
)

第
二
節

家
族
責
任
法
に
対
す
る
連
邦
社
会
保
障
政
策
の
影
響

第
二
郎
に
お
い
て
は
、
高
齢
者
ケ
ア
を
支
え
る
公
私
の
支
援
お
よ
ぴ
高

齢
者
ケ
ア
の
実
態
を
概
観
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
高
齢
者
の
精
神
的
ケ
ア

お
よ
び
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
の
ケ
ア
の
多
く
は
、
家
族
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て

い
る
実
情
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
ケ
ア
の
費
用
負
担
は
、
一
九

六

0
年
代
以
降
拡
充
さ
れ
た
社
会
保
障
制
度
に
よ
っ
て
担
わ
れ
つ
つ
あ
る

一
方
、
社
会
保
障
制
度
が
財
政
難
に
逼
迫
し
て
い
る
現
状
も
明
ら
か
に
な

っれへ。
社
会
保
障
関
係
資
を
家
族
に
求
償
し
う
る
こ
と
な
ど
を
定
め
た
家
族
責

任
法
の
利
用
は
、
社
会
保
障
制
度
の
拡
充
し
た
一
九
六

0
年
代
を
機
に
減

少
し
、
家
族
責
任
法
を
廃
止
す
る
州
も
出
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
一
九
八

0
年
代
に
入
っ
て
、
長
期
ケ
ア
の
コ
ス
ト
が
増
大
す
る
に
従
い
、
高
齢
者

ケ
ア
の
費
用
負
担
を
、
家
族
に
一
部
移
転
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
ま
た
出

現
し
、
家
族
責
任
法
を
制
定
す
る
州
も
出
て
き
た
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、

こ
う
し
た
高
齢
者
ケ
ア
の
費
用
負
担
の
担
い
手
に
関
す
る
社
会
保
障
制
度

と
p

家
族
の
扶
養
義
務
と
の
緊
張
関
係
を
掘
り
下
げ
て
検
討
す
る
た
め
に
、

一
九
六

0
年
代
以
降
の
連
邦
社
会
保
障
政
策
の
変
遷
が
家
族
責
任
法
の
運

用
に
与
え
た
影
響
を
具
体
的
に
探
る
。

1 

補
足
的
所
得
保
障
制
度

一
九
七
二
年
、
老
齢
扶
助
制
度
な
ど
が
廃
止
さ
れ
、
高
齢
者
、
視
覚
障

害
者
、
お
よ
び
身
体
障
害
者
を
対
象
と
し
た
、
連
邦
政
府
の
公
的
扶
助
制

(
川
出
)

皮
で
あ
る
補
足
的
所
得
保
障
制
度
が
確
立
さ
れ
た
。
補
足
的
所
得
保
障
制

度
で
は
、
従
来
連
邦
補
助
金
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
っ
た
扶
助
が
、
連
邦
直
轄

プ
ロ
グ
ラ
ム
と
な
っ
た
。
第
一
章
の
最
後
で
述
べ
た
よ
う
に
、
州
の
運
営

北法48(3・120)322



アメリカの高齢者ケアにおける社会保障と家族の役割(2)

す
る
老
齢
扶
助
制
度
に
は
、
家
族
責
任
法
が
み
ら
れ
、
州
は
こ
の
家
族
責

任
法
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
受
給
者
の
子
な
ど
に
対
し
て
扶
助
費

{
M
N
)
 

用
を
求
償
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
否
、
求
償
が
強
く
求
め
ら
れ
て
い
た
。

州
が
連
邦
政
府
の
補
助
金
を
受
け
る
た
め
に
は
、
扶
助
支
給
の
判
定
に
あ

た
っ
て
、
家
族
に
よ
る
扶
養
の
可
否
を
検
討
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
そ
こ
で
大
半
の
州
が
、
家
族
の
扶
養
義
務
が
社
会
保
障
制
度
に

優
先
す
る
と
い
う
政
策
を
打
ち
出
し
た
。
こ
う
し
て
一
九
三
五
年
に
制
定

さ
れ
た
老
齢
扶
助
制
度
で
は
、
連
邦
政
府
の
政
策
に
よ
り
、
家
族
責
任
法

の
積
極
的
な
運
用
が
促
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
一
九
七
二

年
に
制
定
さ
れ
た
補
足
的
所
得
保
障
制
度
に
は
、
家
族
か
ら
の
扶
助
費
の

償
還
を
定
め
る
家
族
責
任
法
は
見
ら
れ
な
い
。
州
が
家
族
の
扶
養
義
務
を

追
求
し
え
た
老
齢
扶
助
制
度
に
お
け
る
明
確
な
規
定
は
、
補
足
的
所
得
保

(
鉛
)

障
制
度
で
は
削
除
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
補
足
的
所
得
保
障
制
度
が
創
設
さ
れ
た
と
は
い
え
、
家
族

責
任
法
の
適
用
が
不
可
能
と
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
補
足
的
所
得
保
障

は
、
高
齢
者
な
ど
の
た
め
の
最
低
レ
ベ
ル
の
扶
助
で
し
か
な
く
、
州
は
連

(
削
別
}

邦
の
補
足
的
所
得
保
障
に
上
乗
せ
し
た
扶
助
を
支
給
し
う
る
の
で
あ
り
、

(
川
町
)

実
際
、
テ
キ
サ
ス
州
を
除
い
た
州
で
は
、
給
付
が
上
乗
せ
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
こ
の
補
足
給
付
に
つ
い
て
は
、
州
の
選
択
で
、
連
邦
政
府
が
運
常

す
る
こ
と
も
、
州
が
運
営
す
る
こ
と
も
可
能
と
な
っ
て
お
り
、
州
が
運
営

し
た
場
合
に
は
家
族
責
任
法
を
依
然
と
し
て
適
用
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
こ
の
川
の
補
足
部
分
と
、
一
般
扶
助
と
通
常
呼
ば
れ
て
い
る
、

(ω) 

州
お
よ
び
地
方
自
治
体
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
る
そ
の
他
の
扶
助
に
つ
い
て

は
、
州
が
家
族
責
任
法
を
適
用
す
る
こ
と
も
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
補
足
的
所
得
保
障
の
創
設
お
よ
び
老
齢
扶
助
の
廃
止
は
、
明

ら
か
に
、
州
が
家
族
責
任
法
を
適
用
す
る
機
会
を
著
し
く
減
少
さ
せ
た
。

2 

メ
デ
ィ
ケ
イ
ド

(
二
不
明
維
な
J

家
族
責
任

連
邦
政
府
は
一
九
六
五
年
、
高
齢
者
の
医
療
費
の
支
払
い
を
補
助
す
る

(
川
)

た
め
に
、
メ
デ
ィ
ケ
ア
と
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
を
創
設
し
た
。
低
所
得
の
高
齢

者
な
と
を
対
象
と
し
た
医
療
扶
助
で
あ
る
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
に
つ
い
て
は
、

そ
の
給
付
費
用
を
家
族
に
求
償
す
る
こ
と
の
是
非
を
め
ぐ
っ
て
、
社
会
保

障
制
度
と
家
族
の
扶
養
義
務
と
の
緊
張
関
係
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
い
る
。

連
邦
政
府
は
、
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
の
給
付
に
要
し
た
各
州
の
費
用
に
対
し

て
、
二
疋
割
合
の
補
助
を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
得
る
た
め
に
各
州
は
、

メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
の
運
背
を
連
邦
政
府
の
カ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
下
で
行
っ
て
お

り
、
州
の
他
の
扶
助
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
は
区
別
し
て
運
営
し
て
い
る
。
と
は

い
え
、
州
政
府
に
は
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
の
適
用
者
の
範
囲
か
ら
給
付
内
容
に
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至
る
ま
で
広
い
裁
量
権
が
あ
り
、
制
度
の
内
容
は
州
に
よ
っ
て
異
な
っ
て

い
る
。
そ
こ
で
、
家
族
の
扶
養
義
務
の
追
及
に
関
し
て
、
州
政
府
に
ど
こ

ま
で
裁
量
権
が
あ
る
の
か
が
争
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
各
州
に
設
け

ら
れ
て
い
る
一
般
扶
助
な
ど
の
場
合
と
同
様
に
、
州
の
家
族
責
任
法
を
適

用
し
う
る
か
否
か
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。

家
族
の
扶
養
義
務
に
つ
い
て
、
連
邦
社
会
保
障
法
上
の
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド

(
肌
)

の
規
定
は
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。

九
時

N
C
m
n・
副

Hω
句。

「

a.
州
の
医
療
扶
助
プ
ラ
ン
は
、
以
下
の
基
準
に
合
致
し
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

(η)
受
給
資
格
及
び
医
療
扶
助
の
程
度
を
決
定
す
る
に
あ
た
っ
て

の
合
理
的
基
準
。

(
D
)
プ
ラ
ン
に
基
づ
く
扶
助
の
申
請
者
又
は
受
給
者
に
対
す
る
、

い
か
な
る
個
人
の
金
銭
的
責
任
も
考
慮
し
て
は
な
ら
な
い
。

但
し
、
申
請
者
又
は
受
給
者
が
、
当
該
側
人
の
配
偶
者
又
は

二
一
歳
未
満
の
子
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
」

社
会
保
障
法
は
、
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
に
お
い
て
、
要
扶
養
者
を
金
銭
的
に

扶
養
す
る
義
務
を
負
う
家
族
を
、
配
偶
者
お
よ
び
未
成
年
子
の
親
に
限
定

し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
に
お
け
る
州
の
裁
量
権
に
つ

い
て
は
不
明
確
な
点
が
残
る
た
め
、
こ
の
規
定
を
め
ぐ
っ
て
は
様
々
な
解

(
印
)

釈
が
な
さ
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
連
邦
政
府
の
解
釈
は
、
社
会
保
障
政
策

の
変
遷
と
と
も
に
変
わ
っ
て
き
て
お
り
、
各
州
の
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
に
お
け

る
、
家
族
の
扶
養
義
務
に
関
す
る
政
策
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。
こ
と
に
、

後
述
す
る
連
邦
政
府
の
一
九
八
三
年
通
達
の
影
響
は
大
き
く
、
こ
れ
を
機

に
、
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
に
関
す
る
議
論
が
活
発
化
し
た
。
そ
こ
で
以
下
、
こ

の
規
定
を
め
ぐ
る
議
論
を
検
討
す
る
。

北法48(3・122)324

(
二
)
連
邦
議
会
の
見
解

メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
の
立
法
過
程
か
ら
は
、
受
給
者
の
配
偶
者
ま
た
は
未
成

年
受
給
者
の
親
以
外
に
は
、
い
か
な
る
親
族
に
対
し
て
も
金
銭
的
な
支
緩
(
問
)

を
要
求
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
と
い
う
、
立
法
者
意
思
が
見
受
け
ら
れ
る
。

制
度
の
創
設
に
あ
た
っ
て
審
議
を
行
っ
た
上
院
財
政
委
員
会
の
最
終
報
告

書
に
は
、
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
受
給
者
の
配
偶
者
お
よ
び
未
成
年
受
給
者
の
親

以
外
の
者
の
扶
養
義
務
を
追
及
す
る
こ
と
は
、
家
族
構
成
員
の
関
係
に
と

(

山

川

)

っ
て
有
害
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
家
族
の
粋
を
脅
か
し

か
ね
な
い
点
を
理
由
に
、
配
偶
者
と
未
成
年
子
の
親
以
外
の
者
を
、
扶
助

費
の
担
い
手
と
し
て
州
の
0

フ
ラ
ン
に
合
め
で
は
な
ら
な
い
と
言
明
し
て
い

る
。
さ
ら
に
、
議
会
は
、
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
の
立
法
に
お
い
て
家
族
の
扶
養



義
務
を
限
定
す
る
条
項
を
創
設
す
る
こ
と
よ
り
、
成
年
子
に
扶
養
義
務
が

課
さ
れ
て
き
た
実
務
に
終
止
符
を
打
つ
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
と
も
一
百
わ

(
四
川
)

れ
て
い
る
。

アメリカの高齢者ケアにおける社会保障と家族の役割(2)

一
九
六
七
年
に
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
の
修
正
が
上
院
財
政
委
員
会
に
よ
っ
て

討
議
さ
れ
た
際
に
も
、
ナ

l
シ
ン
グ
・
ホ

l
ム
の
経
費
に
つ
い
て
、
家
族

に
拠
出
を
求
め
る
べ
き
か
否
か
が
検
討
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
家
族
に
よ
っ

て
補
完
さ
れ
る
制
度
は
望
ま
し
く
な
い
と
の
結
論
が
下
さ
れ
て
い
る
。
さ

(附〉

ら
に
、
家
族
に
よ
り
補
完
さ
れ
る
制
度
を
、
行
政
規
則
に
よ
っ
て
一
九
七

一
年
一
月
一
日
ま
で
に
段
階
的
に
廃
止
す
る
と
保
健
福
祉
省
が
約
束
し
て

い
た
た
め
に
、
上
院
財
政
委
員
会
は
こ
の
問
題
を
修
正
立
法
に
お
い
て
取

(
川
)

り
上
げ
な
い
と
判
断
し
た
の
だ
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

連
邦
政
府
の
対
応

家
族
の
扶
養
義
務
に
関
す
る
最
初
の
行
政
規
則
は
、
一
九
六
九
年
に
医

(
胤
)

療
教
育
福
祉
省
に
よ
り
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
制
定
さ
れ
た
す
べ
て
の

(
問
)

連
邦
行
政
規
則
は
、
家
族
の
扶
養
義
務
を
、
未
成
年
子
に
対
す
る
視
の
義

(
凶
)

務
お
よ
び
配
偶
者
の
義
務
に
限
定
し
て
い
る
。
親
族
の
金
銭
的
責
任
に
つ

い
て
詳
し
く
規
定
し
た
現
行
連
邦
行
政
規
則
の
四
三
五
・
六

O
二
条
は
、

(
川
)

次
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。

「
親
族
の
金
銭
的
責
任
の
限
界

要
保
護
者
の
配
偶
者
、
又
は
要
保
護
者
が
一
二
歳
未
満
の
者
、
視

覚
障
害
者
、
若
し
く
は
身
体
障
害
者
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
要
保

議
者
の
親
に
親
族
が
あ
た
る
場
合
を
除
い
て
、
行
政
機
関
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

要
保
護
者
の
親
族
の
収
入
及
び
資
産
を
(
扶
助
の
認
定
に
)

反
映
さ
せ
る
こ
と
。

2 

要
保
護
者
に
提
供
し
た
サ
ー
ビ
ス
の
た
め
に
行
政
機
関
が

支
出
し
た
費
用
を
、
親
族
か
ら
徴
収
す
る
こ
と
。
」

こ
の
連
邦
行
政
規
則
の
制
定
に
よ
り
、
州
が
困
窮
し
た
親
の
医
療
費
の

支
払
を
扶
養
能
力
の
あ
る
子
に
要
求
し
た
場
合
、
州
へ
の
連
邦
か
ら
の
補

助
金
が
停
止
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
、
各
州
は
懸
念
し
た
。
そ
し
て
、

連
邦
の
補
助
金
に
依
存
せ
ず
に
制
度
を
存
続
し
う
る
州
が
少
な
か
っ
た
こ

と
か
ら
、
多
く
の
州
は
連
邦
行
政
規
則
に
従
お
う
と
し
た
。
そ
こ
で
、
困

窮
し
た
高
齢
者
の
医
療
費
を
支
払
う
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
に
関
し
て
は
、
要
保

護
者
の
家
族
に
対
す
る
扶
助
費
の
求
償
に
つ
い
て
定
め
た
、
各
州
の
家
族

責
任
法
の
適
用
を
止
め
た
の
で
あ
る
。
家
族
責
任
法
の
死
文
化
が
、
社
会

保
障
制
度
の
充
実
と
と
も
に
進
ん
で
い
た
と
こ
ろ
、
連
邦
行
政
規
則
は
、

こ
れ
を
促
進
し
た
こ
と
に
な
る
。
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一
九
七
七
年
に
は
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
が
、
受
給
者
の
子

に
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
の
費
用
を
求
償
す
る
実
験
的
試
み
に
関
し
て
特
例
許
可

を
出
す
こ
と
を
要
請
し
た
。
し
か
し
、
医
療
財
政
庁
は
特
例
許
可
を
拒
否

(
山
)

し
て
い
る
。

ま
た
、

こ
の
様
に
連
邦
政
府
は
、
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
の
給
付
に
要
し
た
費
用
を
受

給
者
の
子
に
求
償
し
う
る
こ
と
を
定
め
た
家
族
責
任
法
の
運
用
に
百
定
的

で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
後
、
こ
の
連
邦
政
府
の
見
解
は
変
化
す
る
こ
と

に
な
る
。
こ
れ
は
、
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
に
要
す
る
経
費
が
、
予
想
を
透
か
に

越
え
て
増
大
し
て
い
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
病
院
お
よ
ぴ
ナ

l
シ
ン
グ
・

ホ

l
ム
で
の
ケ
ア
が
非
常
に
高
価
な
も
の
と
な
り
、
メ
デ
ィ
ケ
ア
お
よ
び

メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
に
関
す
る
連
邦
の
負
担
は
莫
大
な
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ

る
。
一
九
七

O
年
か
ら
一
九
八
三
年
ま
で
に
、
メ
デ
ィ
ケ
ア
お
よ
び
メ
デ

{
川
}

ィ
ケ
イ
ド
に
費
や
さ
れ
た
連
邦
費
用
は
、
六

O
O
%
も
増
大
し
た
。
イ
ン

フ
レ
ー
シ
ョ
ン
、
医
療
費
の
高
騰
、
お
よ
び
高
齢
人
口
の
噌
加
が
、
そ
れ

ぞ
れ
連
邦
お
よ
び
州
の
財
政
を
脅
か
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
財
政

難
に
対
処
す
べ
く
、
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
に
関
し
て
、
家
族
の
扶
養
義
務
に
依

{
川
}

拠
し
よ
う
と
す
る
見
解
が
再
度
浮
上
し
て
き
た
。

3 

宙
主
印
川
ド
吊

m-
走
主

、

-
J
i、
7
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通
達
に
よ
る
新
解
釈

社
会
保
障
法
上
の
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
の
規
定
お
よ
び
行
政
規
則
を
侵
害
す

る
こ
と
な
く
、
州
は
そ
の
家
族
責
任
法
を
適
用
し
て
、
困
窮
し
た
親
の
扶

養
を
成
年
子
に
求
め
う
る
か
。
社
会
保
障
関
係
費
用
の
高
騰
が
各
州
の
財

政
を
正
迫
す
る
に
従
い
、
州
の
裁
量
権
の
範
囲
が
各
州
で
議
論
さ
れ
て
い

っ
た
。
例
え
ば
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
州
で
は
、
州
の
上
院
議
員
か
ら
意
見
を
求

(
川
)

め
ら
れ
た
法
務
総
裁
が
、
社
会
保
障
法
上
の
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
の
規
定
お
よ

び
行
政
規
則
は
、
配
偶
者
ま
た
は
未
成
年
子
の
親
を
除
く
親
族
に
扶
養
義

(
山
)

務
を
課
す
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
と
い
う
公
的
意
見
を
提
示
し
た
。
そ
し
て
、

イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
州
の
家
族
責
任
法
を
適
用
し
て
、
扶
助
に
要
し
た
費
用
を

州
に
償
還
す
る
よ
う
受
給
者
の
成
年
子
に
求
め
る
こ
と
を
、
メ
デ
ィ
ケ
イ

ド
の
規
定
は
禁
じ
て
い
る
と
結
論
づ
け
た
。
ま
た
、
テ
ネ
シ
ー
州
お
よ
び

ア
イ
ダ
ホ
州
の
法
務
総
裁
も
同
様
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
州
に
あ
る
家
族
責
任

法
は
、
連
邦
の
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
規
定
お
よ
び
行
政
規
則
に
反
し
て
お
り
、

{
叩
)

よ
っ
て
実
施
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
言
明
し
た
。
さ
ら
に
イ
ン
デ
ィ
ア

ナ
州
の
法
務
総
裁
は
、
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
規
定
の
解
釈
を
明
ら
か
に
す
る
た

め
に
、
一
九
八
一
年
八
月
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
州
の
家
族
責
任
法
の
運
用
が

連
邦
の
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
規
定
と
低
触
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
質
問
し
た
書
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簡
を
、
連
邦
保
健
福
祉
省
に
送
付
し
た
。
そ
し
て
こ
れ
に
答
え
て
、
レ
ー

ガ
ン
政
権
下
の
連
邦
保
健
福
祉
省
は
、
一
九
八
三
年
二
月
、
「
メ
デ
ィ
ケ

イ
ド
申
請
者
ま
た
は
受
領
者
に
対
す
る
、
親
族
か
ら
の
拠
出
金
に
つ
い
て

(
附
)

の
取
扱
」
と
い
う
通
達
を
出
し
た
。

連
邦
保
健
福
祉
省
の
通
達
は
、
法
務
総
裁
意
見
に
反
し
て
、
各
州
の
「
家

族
責
任
法
が
『
一
般
に
適
用
し
う
る
』
立
法

F
Z
Z斥
え
E

四巾=巾「回一

回官官一呂田
σ
E
Q
Z
)
守
あ
る
場
合
、
社
会
保
障
法
上
の
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
の
規

(
山
)

定
お
よ
び
行
政
規
則
を
侵
害
す
る
こ
と
な
く
、
州
は
成
年
者
に
対
し
て
そ

の
家
族
を
扶
養
す
る
よ
う
求
め
う
る
。
こ
の
よ
う
な
拠
出
要
求
は
、
州
の

オ
プ
シ
ョ
ン
と
し
て
認
め
ら
れ
る
」
と
明
言
し
た
。
連
邦
通
達
は
、
メ
デ

ィ
ケ
イ
ド
の
規
定
を
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
根
拠
を
、
さ
ら
に
説
明
し
て

い
る
。
「
第
一
に
、
広
範
囲
の
家
族
に
扶
養
義
務
を
課
し
た
の
が
、
メ
デ

イ
ケ
イ
ド
の
受
給
者
の
み
に
適
用
さ
れ
る
州
の
プ
ラ
ン
で
は
な
く
、
一
般

に
適
用
さ
れ
る
法
で
あ
る
場
合
、
そ
の
よ
う
な
法
は
、
親
ま
た
は
配
偶
者

を
除
く
親
族
の
金
銭
的
責
任
を
問
う
州
の
プ
ラ
ン
を
禁
ず
る
、
メ
デ
ィ
ケ

イ
ド
の
規
定
に
反
し
な
い
。
」
こ
の
解
釈
に
よ
り
、
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
の
受

給
者
の
親
族
の
み
を
対
象
と
し
て
い
な
い
、
一
般
に
適
用
し
う
る
ん
家
族
責

任
法
を
も
っ
州
は
、
そ
れ
を
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
の
受
給
者
の
親
族
に
対
し
て

(
凶
)

も
適
用
し
う
る
こ
と
に
な
る
。
第
二
に
通
達
は
、
「
連
邦
の
規
定
は
、
収

入
の
『
推
定
』
を
行
う
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
の
み
で
あ
る
」
と
解
し
て
い

る
。
そ
こ
で
例
え
ば
、
申
請
者
が
金
銭
を
ま
だ
受
領
し
て
い
な
い
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
の
適
用
認
定
に
お
い
て
、
家
族
か
ら
受
領
し

う
る
と
推
定
さ
れ
る
金
額
を
、
収
入
と
し
て
考
慮
す
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ

て
い
る
。
し
か
し
他
方
で
、
実
際
に
家
族
か
ら
申
請
者
に
提
供
さ
れ
た
拠

出
金
に
つ
い
て
は
、
収
入
と
し
て
考
慮
し
う
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て

通
達
は
、
一
般
に
適
用
し
う
る
家
族
責
任
法
を
、
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
の
み
に

適
用
さ
れ
る
家
族
責
任
法
と
区
別
す
る
こ
と
に
よ
り
、
家
族
の
扶
養
義
務

を
追
及
し
う
る
方
法
を
提
示
し
た
の
で
あ
っ
た
。
通
達
の
解
釈
に
則
っ
て
、

扶
養
義
務
を
家
族
に
課
す
こ
と
を
選
択
し
た
州
は
、
ど
の
家
族
に
扶
養
義

務
が
あ
り
、
彼
ら
が
ど
れ
だ
け
拠
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
ま
た

は
ど
の
よ
う
に
そ
の
拠
出
を
求
め
る
か
に
つ
い
て
定
め
う
る
こ
と
に
な
っ

(
凶
)
た。

家
族
責
任
法
が
州
の
他
の
福
祉
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
も
適
用
さ
れ
る
限
り
、

州
は
そ
の
家
族
責
任
法
を
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
に
適
用
し
う
る
と
の
見
解
を
示

し
た
通
達
は
、
社
会
保
障
法
上
の
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
規
定
を
再
解
釈
し
た
も

(
印
)

の
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
通
達
に
よ
る
解
釈

は
、
そ
れ
ま
で
の
連
邦
政
府
の
解
釈
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

前
述
の
法
務
総
裁
意
見
お
よ
び
判
例
の
見
解
な
ど
に
一
不
さ
れ
て
き
た
解
釈

{
凶
)

と
も
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
一
九
八
三
年
の
通
達
以
前
に
は
、
成
年
子
な

と
の
収
入
を
考
慮
し
て
、
要
保
護
性
を
判
断
す
る
こ
と
を
、
社
会
保
障
法

北法48(3・125)327
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お
よ
び
行
政
規
則
は
禁
じ
て
い
る
と
解
す
る
見
解
が
主
流
を
占
め
て
い
た
。

通
達
は
、
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
に
要
す
る
連
邦
費
用
削
減
の
必
要
性
を
背
景
に

発
せ
ら
れ
た
、
苦
肉
の
策
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
う
し
た
連
邦
通
達
は
、
行

政
規
則
を
侵
害
せ
ず
に
家
族
責
任
法
を
適
用
す
る
方
法
を
説
明
し
た
、
州

(
印
}

に
対
す
る
指
針
で
し
か
な
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
実
際
に
は
、

通
達
は
、
州
が
家
族
責
任
法
を
新
た
に
定
め
る
こ
と
を
暗
に
奨
励
す
る
も

(
防
)

の
と
な
っ
た
。

(
二
)
通
達
の
影
響

家
族
責
任
法
を
維
持
す
る
川
は
、
一
九
五
二
年
の
三
六
州
か
ら
、

七
一
年
の
三
三
州
、
一
九
八

O
年
の
二
三
州
へ
と
徐
々
に
減
少
し
、
家
族

責
任
法
は
廃
止
さ
れ
て
ゆ
く
傾
向
に
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
一
九
八
三
年
の

通
達
を
機
に
、
家
族
責
任
法
を
も
っ
州
の
数
は
増
加
に
転
じ
、
一
九
八
五

年
に
は
二
七
州
、
一
九
九
七
年
現
在
は
、
二
九
州
に
な
っ
て
い
る
o

メ
デ

ィ
ケ
イ
ド
へ
の
支
出
で
財
政
が
圧
迫
さ
れ
て
い
た
州
が
、
一
九
八
三
年
の

通
達
に
関
心
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
以
下
で
具
体
的
に
述
べ
る
よ
う
に
、

(
邸
)

い
く
つ
か
の
州
で
は
新
し
い
家
族
責
任
法
が
検
討
さ
れ
、
提
案
さ
れ
、
そ

(
印
)

し
て
定
め
ら
れ
た
。
既
存
の
家
族
責
任
法
の
修
正
が
試
み
ら
れ
た
州
も
あ

(
問
)
る。

(

問

)

(

川

川

)

通
達
を
機
に
ハ
ワ
イ
州
お
よ
び
コ
ロ
ラ
ド
州
で
は
、

通
達
の
影
響
、
ぉ

(
問
)

よ
ぴ
各
々
の
州
に
お
け
る
施
行
方
法
に
関
す
る
研
究
が
着
手
さ
れ
た
。
ハ
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ワ
イ
州
は
、
家
族
へ
の
弊
害
を
理
由
に
、

一
九
六
五
年
に
そ
の
家
族
責
任

九

法
を
廃
止
し
た
と
い
う
経
緯
を
も
っ
。

ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
で
は
、
財
政
難
に
悩
む
連
邦
政
府
の
動
向
を
予
則
し
、

通
達
に
先
立
っ
て
、
家
族
の
扶
養
義
務
に
関
す
る
社
会
保
障
法
上
の
メ
デ

イ
ケ
イ
ド
規
定
が
改
正
さ
れ
た
場
合
の
州
の
政
策
を
定
め
た
法
が
、
一
九

(
印
)

八
二
年
に
係
択
さ
れ
た
。
同
法
は
、
連
邦
の
規
制
が
除
去
さ
れ
た
場
合
の

メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
に
お
け
る
家
族
の
役
割
に
つ
い
て
、
プ
ラ
ン
を
提
出
す
る

よ
う
医
療
扶
助
局
に
指
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
て
立
て
ら
れ
た

州
の
プ
ラ
ン
は
、
一
九
八
三
年
通
達
が
示
す
解
釈
に
よ
る
と
、
社
会
保
障

法
に
抵
触
す
る
の
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
れ

は
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
に
関
す
る
プ
ラ
ン
で
あ
り
、
通
達
が
提
示
す
る
よ
う
な
、

(
問
)

一
般
に
適
用
さ
れ
る
法
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

詳
細
な
家
族
責
任
法
を
も
っ
ア
イ
ダ
ホ
州
で
は
、
一
九
八
一
年
に
、
家

(
山
川
)

族
に
よ
る
任
意
の
拠
出
を
促
す
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
設
け
、
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
の

資
金
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
試
み
た
。
し
か
し
拠
出
さ
れ
た
額
は
、
微
々

た
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
ア
イ
ダ
ホ
州
で
は
、
通
達
の
示
達
に
続
き
、

一
八
九
六
年
に
定
め
ら
れ
た
家
族
責
任
法
を
拡
張
す
る
規
定
が
設
け
ら
れ

(
印
)
た
。
そ
こ
で
は
、
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
受
給
者
の
ナ

l
シ
ン
グ
・
ホ

l
ム
で
の

ケ
ア
費
に
つ
い
て
、
そ
の
配
偶
者
、
親
お
よ
び
子
に
拠
出
を
要
求
し
て
い



る。

アメリカの高齢者ケアにおける社会保障と家族の役割2)

こ
の
ア
イ
ダ
ホ
州
の
新
規
定
は
他
州
の
関
心
を
も
集
め
た
が
、
一
般
に

適
用
し
う
る
法
で
あ
る
と
い
え
る
か
疑
問
視
さ
れ
て
い
る
。
一
般
に
適
用

さ
れ
る
家
族
責
任
法
と
は
、
す
べ
て
の
扶
助
に
適
用
さ
れ
る
も
の
を
指
す
。

し
か
し
、
ア
イ
ダ
ホ
州
の
新
規
定
が
、
す
べ
て
の
扶
助
に
適
用
さ
れ
る
も

の
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
行
政
運
営
上
の
負
担
か
ら
、
こ
れ
ら
の
扶
助
プ
ラ

(
郎
)

ン
は
失
敗
に
追
い
込
ま
れ
か
ね
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
ま

で
無
視
さ
れ
て
き
た
一
八
九
六
年
制
定
の
家
族
責
任
法
に
、
メ
デ
ィ
ケ
イ

ド
に
お
い
て
家
族
の
扶
養
義
務
を
問
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
新
た
な
法

を
継
ぎ
足
し
た
点
か
ら
も
、
通
達
の
解
釈
と
抵
触
し
か
ね
な
い
と
指
摘
さ

(
即
)

れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
一
九
八
四
年
に
出
さ
れ
た
法
務
総
裁
意
見
も
、
ァ

イ
ダ
ホ
州
の
家
族
責
任
法
は
連
邦
の
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
規
定
お
よ
び
行
政
規

(
問
)

則
に
抵
触
す
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
お
り
、
こ
の
見
解
は
、
一
九
八
五

(
印
)

年
に
再
確
認
さ
れ
て
も
い
る
。

ヴ
ァ

l
ジ
ニ
ア
州
で
も
、
通
達
の
影
響
を
受
け
、
従
来
の
家
族
責
任
法

(
附
)

が
修
正
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
六

0
カ
月
間
の
施
設
ケ
ア
に
関
し
て
、
親
を

扶
養
す
る
義
務
が
一
八
歳
以
上
の
子
に
課
さ
れ
た
。
し
か
し
、
同
家
族
責

任
法
も
、
一
般
に
適
用
さ
れ
る
家
族
責
任
法
で
は
な
い
と
し
て
、
通
達
の

解
釈
と
は
抵
触
す
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
連
邦
の
メ
デ
ィ
ケ
イ

ド
規
定
、
お
よ
び
連
邦
ま
た
は
州
の
手
当
受
給
者
の
子
の
扶
養
義
務
を
免

除
す
る
ヴ

7
l
ジ
ニ
ア
州
法
に
反
す
る
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
さ
れ
て
い

(
凶
)
る。

こ
の
よ
う
に
、
連
邦
の
通
達
に
対
応
し
て
新
た
な
立
法
も
検
討
さ
れ
た

が
、
こ
れ
ら
の
州
法
は
、
通
達
の
解
釈
と
は
合
致
し
な
い
の
で
は
な
い
か

と
指
摘
さ
れ
た
。
家
族
責
任
法
を
も
っ
州
の
な
か
で
、
通
達
に
適
合
す
る

「
一
般
に
適
用
し
う
る
」
家
族
支
任
法
を
定
め
る
州
は
、
一
五
し
か
な
い

(
山
)

と
言
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
連
邦
の
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
規
定
と
抵
触
し

な
い
家
族
責
任
法
は
、
一
五
し
か
な
い
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
一
九
八
三

年
通
達
自
体
が
、
長
期
に
わ
た
っ
た
連
邦
の
政
策
に
逆
行
し
て
い
る
と
も

指
摘
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
通
達
は
、
連
邦
議
会
の
立
法
趣
旨
に
反
し
、

連
邦
の
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
規
定
を
誤
っ
て
解
釈
す
る
も
の
だ
と
解
す
る
学
説

(

山

川

)

も
多
い
。
す
る
と
、
一
九
八
三
年
通
達
の
解
釈
に
よ
る
と
連
邦
メ
デ
ィ
ケ

イ
ド
規
定
と
抵
触
し
な
い
と
さ
れ
た
一
五
の
州
の
家
族
責
任
法
も
、
結
局

は
、
連
邦
規
定
に
反
す
る
か
百
か
定
か
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

社
会
保
障
関
係
費
用
の
高
騰
を
理
由
に
、
連
邦
政
府
は
、
二
疋
の
範
囲

の
家
族
に
扶
養
義
務
を
課
す
こ
と
を
試
み
、
各
州
も
そ
れ
に
関
心
を
示
し

は
し
た
。
し
か
し
結
局
、
そ
の
試
み
で
あ
っ
た
通
達
も
、
家
族
に
は
扶
養

(
川
)

義
務
を
課
す
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
後
述
の
議
論
を
活
発
化
さ
せ
た
の
み

で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

北法48(3・127)329
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解
は
、
第
四
章
第
三
節
「
老
親
扶
養
義
務
を
め
ぐ
る
学
説
の
展
開
」

に
お
い
て
、
詳
し
く
検
討
す
る
。

第
三
節

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の

家
族
責
任
法
と
社
会
保
障
制
策

アメリカの高齢者ケアにおける社会保障と家族の役割(2)

第
二
節
で
は
、
家
族
責
任
法
が
連
邦
社
会
保
障
政
策
か
ら
強
い
影
響
を

受
け
て
き
た
様
子
を
一
般
的
に
検
証
し
た
。
そ
こ
で
第
三
節
で
は
、
州
の

家
族
責
任
法
が
社
会
保
障
政
策
な
ど
か
ら
受
け
て
き
た
具
体
的
な
影
響
を

見
る
た
め
に
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
を
取
り
上
げ
て
分
析
す
る
。
こ
れ
は
、

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
家
族
責
任
法
が
、
社
会
情
勢
お
よ
び
仕
会
保
障
制

度
の
変
化
、
な
ら
び
に
裁
判
所
の
判
断
を
顕
著
に
反
映
し
て
改
正
さ
れ
て

き
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
家
族
責
任
法
に
関
す
る
最
重
要
判
決
で
あ
る

∞
君
。
担
方
判
決
の
影
響
を
受
け
て
改
正
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
以

下
で
は
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
に
お
け
る
民
事
関
係
法
、
社
会
悩
祉
制
度

法
典
、
お
よ
び
刑
事
法
典
の
変
遷
を
そ
れ
ぞ
れ
概
観
し
、
交
錯
す
る
家
族

責
任
法
と
社
会
保
障
を
め
ぐ
る
状
況
を
検
討
す
る
。

家
族
責
任
法
の
変
遷

(
一
)
民
事
関
係
法

従
来
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
で
は
、
民
法
典
二

O
六
条
に
、
親
子
関
の
一

(
凶
)

般
的
な
相
互
扶
養
義
務
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
規
定
は
、
-
八
七
二

年
に
制
定
さ
れ
て
以
来
、
第
三
文
が
一
九
七
一
年
の
修
正
に
よ
っ
て
加
え

(
附
)

ら
れ
た
他
は
、
そ
の
ま
ま
の
文
言
で
一
九
九
一
一
年
に
い
た
る
ま
で
効
力
を

有
し
て
い
た
。
本
条
第
一
文
は
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
救
貧
法
に
お
い
て
家
族
の

扶
養
義
務
を
定
め
た
七
条
第
一
文
と
酷
似
し
て
お
り
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア

州
に
お
い
て
も
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
救
貧
法
の
精
神
が
変
わ
ら
ず
受
け
継
が
れ

て
き
た
こ
と
を
ボ
し
て
い
る
。

本
条
第
三
文
は
、
一
九
七
一
年
の
福
祉
改
革
法
に
よ
っ
て
付
加
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。
こ
の
修
正
は
、
凶
窮
者
の
受
給
し
た
公
的
扶
助
費
用
に
つ

い
て
の
家
族
の
償
還
義
務
と
、
家
族
の
-
般
的
な
扶
養
義
務
と
を
関
連
づ

け
る
目
的
で
行
わ
れ
た
。
そ
こ
で
「
貧
し
い
者
の
父
、
母
及
び
子
は
、
:
・

:
貧
し
い
者
を
扶
養
す
る
義
務
を
負
う
」
と
規
定
さ
れ
て
い
た
第
一
文
の

「
貧
し
い
者
」
と
い
う
文
・
一
一
け
が
、
「
凶
窮
者
」
と
い
う
一
言
葉
に
置
き
換
え

ら
れ
、
「
向
齢
者
の
た
め
の
手
当
を
受
給
す
る
者
は
、
労
働
に
よ
り
自
活

で
き
な
い
凶
窮
者
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
」
と
規
定
す
る
第
三
文
が
付
け

加
え
ら
れ
た
。
∞
耳
。
名
判
決
で
は
、
「
公
的
扶
助
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
絞
費
を

北法48(3・131)333
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肩
代
わ
り
す
る
た
め
に
、
特
定
の
親
族
に
対
し
て
拠
出
を
求
め
る
法
か
ら
、

二

O
六
条
は
独
立
し
て
い
る
」
と
判
示
し
て
き
た
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
最

(
別
)

高
裁
の
判
断
を
無
効
に
す
る
目
的
で
、
こ
の
修
正
は
行
わ
れ
た
と
説
明
さ

れ
て
い
る
。

さ
て
民
法
典
二

O
六
条
は
、
一
九
九
二
年
の
民
法
典
の
編
成
作
業
に
お

い
て
、
家
族
法
典
へ
移
行
さ
れ
、
こ
れ
に
伴
い
削
除
さ
れ
た
。
そ
し
て
、

家
族
法
典
三
九
一

O
条
、
四
四

O
O条
お
よ
び
四
四
一

O
条
に
、
民
法
典

(
印
)

二

O
六
条
の
丈
一
言
と
同
様
の
規
定
と
し
て
再
編
成
さ
れ
て
い
る
。

家
族
法
典
四
四

O
O条
は
、
旧
民
法
典
二

O
六
条
第
一
文
お
よ
び
二
回

二
条
を
、
親
を
扶
養
す
る
子
の
一
般
的
な
義
務
に
つ
い
て
、
実
質
的
な
変

更
な
し
に
規
定
し
直
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
九
九
二
年
の
改
正
に
お
い
て

も
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
救
貧
法
の
精
神
が
、
一
定
程
度
引
き
継
が
れ
た
こ
と
に

な
る
。
し
か
し
本
改
正
に
よ
っ
て
挿
入
さ
れ
た
第
一
文
は
、
「
他
に
規
定

の
あ
る
場
合
を
除
き
、
成
年
子
は
:
:
:
親
を
扶
養
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
定
め
て
お
り
、
他
の
規
定
の
存
在
に
よ
っ
て
、
扶
養
義
務
が
課
さ
れ
な

い
場
合
が
あ
る
こ
と
を
想
定
し
た
点
で
、
旧
民
法
典
、
と
大
き
く
異
な
る
。

例
え
ば
、
親
族
が
扶
養
義
務
を
負
わ
な
い
こ
と
を
明
示
し
た
社
会
福
祉
制

度
法
典
一
二
三
五

O
条
が
適
用
さ
れ
る
場
合
、
子
に
は
、
扶
助
を
受
給
し

て
い
る
老
親
の
扶
養
義
務
、
ま
た
は
扶
助
費
の
償
還
義
務
は
な
い
。
す
な

わ
ち
家
族
法
典
四
四

O
O条
は
、
親
子
の
一
般
的
な
相
互
扶
養
義
務
を
規

定
し
つ
つ
も
、
公
的
扶
助
の
規
定
に
よ
っ
て
は
、
子
の
扶
養
義
務
を
問
わ

な
い
こ
と
を
ぷ
認
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
改
正
は
、
裁
判
に
よ
っ
て
度
々

争
わ
れ
て
き
た
い
山
法
典
と
杭
会
福
知
制
度
法
典
と
の
関
係
を
、
立
法
に
よ

っ
て
明
確
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

家
族
法
典
四
四
一

O
条
は
、
扶
養
に
関
す
る
裁
判
手
続
を
定
め
た
規
定

で
あ
る
。
一
九
九
二
年
の
改
正
に
よ
っ
て
特
に
手
続
が
変
更
さ
れ
た
わ
け

で
は
な
く
、
第
一
文
は
、
民
法
典
二

O
六
・
五
条
第
一
文
の
前
段
お
よ
び

後
段
の
部
分
を
実
質
的
な
変
更
な
し
に
存
続
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、

こ
の
規
定
の
第
一
一
文
は
、
紛
が
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
出
住
者
で
な
い
場
合

の
管
轄
裁
判
所
を
明
縦
に
す
る
た
め
に
新
た
に
加
え
ら
れ
た
。

北法48(3・132)334

社
会
悩
祉
制
度
法
典
、

一
般
的
な
相
互
扶
養
義
務
を
定
め
る
家
族
法
典
、
に
対
し
て
、
社
会
福
祉

制
度
法
典
に
は
、
個
別
具
体
的
な
場
合
に
お
け
る
家
族
の
扶
養
義
務
が
規

定
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
公
的
扶
助
の
給
付
決
定
に
あ
た
っ
て
考
慮

さ
れ
る
家
朕
の
扶
養
義
務
、
ま
た
は
公
的
扶
助
に
要
し
た
費
用
に
つ
い
て

の
家
族
の
償
還
義
務
な
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
社
会
福
祉
制

度
法
典
が
規
定
す
る
ん
家
放
の
扶
養
義
務
の
内
符
は
、
そ
の
時
々
の
社
会
保

障
制
度
の
変
化
に
応
じ
て
変
わ
っ
て
き
た
。

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
で
は
、
連
邦
の
公
的
扶
助
制
度
へ
の
上
乗
せ
と
し



アメリカの高齢者ケアにおける社会保障と家族の役書仰)

て
、
老
齢
保
障
法
が
一
九
六
五
年
に
社
会
福
祉
制
度
法
典
に
規
定
さ
れ
た
。

そ
し
て
同
法
は
、
一
九
七
二
年
に
連
邦
の
老
齢
者
・
視
覚
障
害
者
・
身
体

障
害
者
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
補
足
的
所
得
保
障
制
度
へ
と
統
一
さ
れ
た
こ
と
に

伴
い
改
正
さ
れ
、
高
齢
者
・
視
覚
障
害
者
・
身
体
障
害
者
の
た
め
の
州
の

補
足
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
社
会
福
祉
制
度
法
典
に
再
規
定
さ
れ
た
。
こ
れ

に
従
い
老
齢
保
障
法
二
二

O
O条
l
二

ご

O
六
条
に
定
め
ら
れ
て
い

(
邸
)

た
親
族
の
扶
養
義
務
も
、
類
似
し
た
内
容
で
、
高
齢
者
・
視
覚
障
害
者
・

身
体
障
害
者
の
た
め
の
州
の
補
足
プ
ロ
グ
ラ
ム
一
二
三
五

O
条
に
規
定
し

(
出
)

直
さ
れ
た
。
こ
の
一
二
三
五

O
条
に
は
、
老
親
を
扶
養
す
る
成
年
子
の
義

務
、
お
よ
ぴ
成
年
子
に
対
す
る
カ
ウ
ン
テ
ィ
の
扶
助
費
求
償
権
が
定
め
ら

れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
一
二
三
五

O
条
は
一
九
七
五
年
に
廃
止
さ

れ
、
す
べ
て
の
親
族
の
扶
養
義
務
を
免
ず
る
規
定
が
、
一
一
一
一
一
一
五

O
条
に
、

「
親
族
の
責
任
」
と
し
て
新
た
に
定
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
他
、
州
独
自
の
公
的
扶
助
制
度
と
し
て
、
一
般
扶
助
制
度
が
、
社

会
福
祉
制
度
法
典
、
第
五
編
に
「
貧
窮
者
の
た
め
の
州
の
手
当
及
び
救
済
」

と
し
て
、
旧
老
齢
保
障
法
と
同
じ
一
九
六
五
年
に
制
定
さ
れ
た
。
そ
し
て

子
を
含
む
親
族
の
扶
養
義
務
が
、
社
会
福
祉
制
度
法
典
一
七
一
二

O
O条
に

規
定
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
一
七
三

O
O条
も
、
一
九
七
六
年
に
修
正

さ
れ
、
子
の
親
に
対
す
る
扶
養
義
務
は
削
除
さ
れ
た
。
一
七
三

O
O条
は
、

責
任
を
負
う
親
族
の
範
聞
を
、
配
偶
者
お
よ
び
受
給
者
で
あ
る
未
成
年
子

{
附
)

の
親
に
限
定
し
た
の
で
あ
る
。

(
三
)
刑
事
法
典

刑
事
法
典
は
、
一
九

O
九
年
に
制
定
さ
れ
て
以
来
、
何
ら
主
要
な
改
正

も
な
く
、
現
在
に
至
る
ま
で
成
年
子
に
裁
の
扶
養
義
務
を
課
し
て
い
る
。

改
正
と
し
て
は
、
一
九
五
五
年
に
、
民
法
典
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る

た
め
に
、
第
一
文
が
挿
入
さ
れ
、
そ
れ
が
一
九
九
二
年
の
修
正
に
お
い
て
、

民
法
典
に
代
え
て
家
族
法
典
を
参
照
す
る
規
定
に
変
更
さ
れ
た
の
み
で
あ

る。
2 

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
選
択

ー
に
お
け
る
検
討
か
ら
、
民
事
関
係
法
は
、
基
本
的
に
は
、
制
定
以
来

大
き
く
改
正
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
一
八
七
二
年
の

制
定
当
初
か
ら
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
に
お
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
'
家
族

の
基
本
的
な
相
互
扶
養
義
務
は
、
現
在
で
も
一
般
的
な
義
務
と
し
て
存
続

し
て
い
る
。
一
九
九
二
年
に
制
定
さ
れ
、
一
九
九
四
年
に
施
行
さ
れ
た
新

家
族
法
典
に
お
い
て
も
、
旧
民
法
典
と
実
質
的
な
差
異
な
く
、
家
族
の
一

般
的
な
扶
養
義
務
の
規
定
が
維
持
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
民
事

関
係
法
は
、
社
会
街
祉
制
度
法
典
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
の
位
置
づ
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け
が
揺
れ
動
い
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
一
九
七
一
年
の
改
正
で
は
、
子
が

扶
養
義
務
を
負
う
老
親
の
範
聞
に
、
公
的
扶
助
を
受
給
す
る
老
親
も
合
ま

れ
る
こ
と
が
明
確
化
さ
れ
た
。
し
か
し
一
九
九
二
年
の
法
改
正
で
は
、
一

変
し
て
、
社
会
保
障
法
な
ど
が
子
に
扶
養
義
務
を
課
さ
な
い
場
合
は
、
子

は
扶
養
義
務
を
負
わ
な
い
こ
と
が
規
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

他
方
、
社
会
福
祉
制
度
法
典
に
お
け
る
家
放
の
扶
養
義
務
は
、
社
会
の

変
化
に
伴
い
、
大
き
く
変
更
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
し
か
も
、

従
来
親
族
の
扶
養
義
務
を
具
体
的
に
規
定
し
て
い
た
社
会
悩
祉
制
度
法
典

は
、
裁
判
上
な
さ
れ
た
徐
々
な
議
論
を
集
大
成
し
た
印
耳
O
呂
判
決
の
影

響
を
受
け
て
、
同
判
決
が
一
九
七
三
年
に
出
さ
れ
た
直
後
に
改
正
さ
れ
て

(
邸
)

い
る
。
社
会
福
祉
制
度
法
典
一
二
三
五

O
条
が
改
正
さ
れ
た
の
は
一
九
七

五
年
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
規
定
さ
れ
て
い
た
親
族
の
扶
養
義
務
が
完
全
に

否
定
さ
れ
た
。
ま
た
同
法
一
七
一
ニ

O
O条
も
一
九
七
六
年
に
改
正
さ
れ
、

子
の
親
に
対
す
る
扶
養
義
務
が
削
除
さ
れ
、
親
族
の
扶
養
義
務
が
、
配
偶

者
ま
た
は
未
成
年
子
に
対
す
る
親
の
義
務
に
限
定
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
老

親
に
対
す
る
子
の
扶
養
義
務
は
、
明
確
に
否
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
c

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
的
君
。
告
判
決
で
は
家
族
責
任
法
が
合

(
悶
)

憲
と
判
断
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
広
範
囲
の
家
族
に
対
し
て
扶
養
義

務
を
課
す
家
族
責
任
法
は
廃
止
さ
れ
た
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
合
憲
と

判
断
さ
れ
た
子
の
親
に
対
す
る
扶
養
義
務
が
、
法
改
正
と
い
う
形
で
否
定

さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
本
章
第
一
節
の

1
で
説
明
し
た
高
齢
者

ケ
ア
を
支
え
る
公
私
の
支
援
が
充
実
し
た
た
め
、
い
か
に
そ
の
費
用
が
増

加
し
た
と
し
て
も
、
社
会
保
障
制
度
が
拡
充
さ
れ
る
以
前
の
よ
う
に
、
家

族
に
ケ
ア
の
負
担
を
再
び
課
す
こ
と
に
対
す
る
侭
抗
が
大
き
く
な
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
本
章
第
一
節
の

2
で
明
ら
か
に
し
た
高
齢
者
の
意
識
は
、
こ

の
点
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
高
齢
化
が
進
む
と
と
も
に
、
家

族
に
よ
る
ケ
ア
の
弊
筈
も
表
面
化
し
て
き
て
お
り
、
家
族
責
任
法
に
対
す

る
批
判
も
高
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
社
会
の
変
化
が
、
訟
の
改
正
を
促

し
た
と
い
え
る
。
さ
ら
に
、
家
族
責
任
法
の
運
用
実
務
に
お
い
て
は
、
扶

養
可
能
な
成
年
子
の
六
人
に
一
人
か
ら
扶
養
料
を
徴
収
し
え
た
の
み
で
あ

り
、
徴
収
額
と
行
政
費
用
と
が
相
殺
さ
れ
て
い
た
点
も
、
家
族
責
任
法
が

(
削
)

廃
止
さ
れ
た
一
因
と
な
っ
た
。
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こ
の
様
な
形
で
家
族
責
任
法
が
改
正
さ
れ
た
と
は
い
え
、
家
族
責
任
法

に
対
す
る
評
価
が
確
立
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
家
族
責
任
法
を
廃
止

す
る
法
案
に
対
し
て
は
、
知
事
が
拒
否
権
を
二
回
行
使
し
て
お
り
、
賛
否

両
論
が
あ
る
な
か
で
、
廃
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
に
お
け
る
A

家
族
責
任
法
の
改
正
は
、
そ
の
時
々

の
社
会
保
障
政
策
お
よ
び
社
会
の
変
化
に
左
右
さ
れ
る
家
放
責
任
法
の
性

格
を
顕
著
に
表
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
は
、
家
族
の

扶
養
義
務
と
社
会
保
障
制
度
と
の
関
係
が
交
錯
し
た
数
十
年
を
経
て
、
両



者
の
関
係
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
一
つ
の
答
え
を
出
し
た
。
そ
れ
は
、
家

族
は
基
本
的
に
互
い
を
扶
養
す
る
義
務
を
負
う
も
の
の
、
困
窮
し
た
高
齢

者
を
扶
養
す
る
た
め
の
費
用
は
、
社
会
保
障
に
よ
っ
て
担
っ
て
ゆ
く
と
い

う
も
の
で
あ
る
。

第
三
章
第
三
節
註

アメリカの高齢者ケアにおける社会保障と家族の役割(21

(
凶
)
(
ν
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-
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。
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り
巾
巾
コ
ロ
四
日
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(
民
法
典
第
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部
寸
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と
法
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編
「
人
的
関
係
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一
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「
親
と
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「
出
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に
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O
六
条
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そ
の
能
力
に
応
じ
て
、
労

働
に
よ
り
自
活
で
き
な
い
困
窮
者
を
扶
養
す
る
義
務
を
負
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。
当
該
困
窮
者
で
あ
る
親
に
以
前
供
給
さ
れ
た
必
需
品

の
代
金
を
支
払
う
旨
の
、
成
年
子
に
よ
る
約
束
に
は
拘
束

力
が
あ
る
。
高
齢
者
の
た
め
の
手
当
を
受
給
す
る
者
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労
働
に
よ
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自
活
で
き
な
い
困
窮
者
で
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と
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さ
れ
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編
「
子
の
扶
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親

の
子
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扶
養
義
務
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第
二
号
「
成
年
子
の
扶
養
」
一
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九
一

O
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第
四
編
「
親
の
扶
養
」
第
一
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ご
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四
四

O

O
条
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四
編
「
親
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扶
養
」
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扶
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カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
に
お
い
て
、
家
族
の
一
般
的
な
扶
養
義
務

を
規
定
す
る
現
行
法
規
の
な
か
で
、
本
稿
と
最
も
関
係
の
あ
る
四
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四
O
O条
お
よ
び
四
四
一

O
条
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
出
家
族
法
典
四
四

O
O条

「
他
に
規
定
の
あ
る
場
合
を
除
き
、
成
年
子
は
そ
の
能
力
の

範
凶
で
、
困
窮
し
か
っ
労
働
に
よ
り
自
治
で
き
な
い
親
を

扶
養
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
家
族
法
典
四
四
一

O
条

「
親
を
扶
養
す
る
義
務
の
免
責
手
続

成
年
子
は
、
親
に
対
す
る
扶
養
義
務
を
免
支
す
る
裁
判
所

命
令
を
求
め
て
、
そ
の
親
が
居
住
す
る
カ
ウ
ン
テ
ィ
に
お

い
て
、
申
立
て
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
親
が
本
州

に
居
住
し
て
い
な
い
場
合
、
当
該
申
立
て
は
成
年
子
が
居

住
す
る
カ
ウ
ン
テ
ィ
に
お
い
て
提
起
す
る
こ
と
が
で
き

る。」
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改
正
後
の
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
社
会
福
祉
制
度
法
典
二
二
二

五
O
条
「
い
か
な
る
親
族
も
、
本
節
に
基
づ
く
手
当
の
申
請
者
若
し

く
は
受
給
者
を
扶
養
す
る
義
務
、
又
は
そ
の
扶
養
に
拠
出

す
る
義
務
を
負
わ
な
い
。
本
法
典
、
に
基
づ
い
て
提
供
さ
れ

た
医
療
、
入
院
又
は
そ
の
他
の
サ
ー
ビ
ス
の
費
用
に
つ
い

て
も
、
当
該
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
さ
れ
て
い
る
者
が
本
節
に

基
づ
く
手
当
の
申
請
者
又
は
受
給
者
で
あ
る
場
合
に
は
、

親
族
は
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
支
払
う
義
務
を
負
わ
な
い
。
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家
族
法
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条
、

刑
事
法
典
二
七

O
条

C
、
並
び
に
本
法
典
、
の
そ
の
他
の
条

項
に
か
か
わ
ら
ず
、
い
か
な
る
親
族
に
対
し
て
も
、
本
節

に
基
づ
く
手
当
の
申
請
者
若
し
く
は
受
給
者
の
扶
養
又
は

扶
養
に
つ
い
て
の
拠
出
を
要
求
し
て
は
な
ら
な
い
。
カ
ウ

ン
テ
ィ
、
ヵ
ウ
ン
テ
ィ
及
び
都
市
、
公
務
員
、
又
は
そ
の

被
用
者
は
、
カ
ウ
ン
テ
ィ
若
し
く
は
カ
ウ
ン
テ
ィ
及
び
都

市
に
よ
る
、
又
は
そ
れ
ら
を
代
理
す
る
、
い
か
な
る
訴
え
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(1) Public and Private Support Taking Care of the Elderly 

(2) Conditions of Elder Care 

2. Effects of Federal Welfare Policies on Family Responsibility Laws 

(1) SupplementaI Security Income 
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N Constitutionality of Family Responsibility Laws 

CONCLUSI0N 

ln the last volume， 1 explained the history and the framework of 

family responsibility laws. ln this volume， my research is on the relationship 

between social welfare and family responsibility laws in taking care of the frail 

elderly. For this， 1 first take an overall view of elder care. Then 1 show the 

effects of federal welfare policies on family responsibility laws. Moreover， for 

considering the relationship between the role of social welfare and the family in 

detail， 1 have examined family responsibility laws in California， since they were 

revised or abolished due to the effects of social welfare policies and the 

decisions of the Supreme Court of California. 

In the United States of America， twenty-nine states currently 

have family responsibility laws requiring children to provide for the needs of 

indigent parents. These laws were used only occasionally from their enactment 

around the end of the 17th century until the end of the World War 1I. Though 

after the war， with rising public assistance costs， the use of family 

responsibility laws has increased. States have shifted the costs of caring for the 

elderly onto their families. Th巴nin the 1960's， with the enactment of Medicare， 

Medicaid and other fed巴ral welfare programs， th巴 interest in family 

responsibility laws decreased. The state welfare programs were meant to 

maintain the elderly. Though in the 1980's， with the enormous increase in 

elderly population and federal expenditure on elder care， interest in family 

responsibility laws again increased. In 1983， the federal government issued a 

transmittal that allowed the states to force children to repay the states for 

Medicaid funds expended on behalf of their parents. As a result of this 

tran割nittal，several states have passed new legislation or begun using existing 

family responsibility laws. However， they have at the same time placed too much 

of a burden on the family， such that criticism of family responsibility laws has 

also arisen 

These trends show how family responsibility laws are being 

affected by social welfare policy. When the cost of caring for the elderly became 

a burden to governments， family responsibility laws were given some attention 

Support duty of the family is questioned in relation to social welfare policy 
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